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平成３０年第３回紀の川市議会定例会 第２日 

 

       平成３０年 ９月 ６日（木曜日） 開 議 午前 ９時２９分 

                        延 会 午後 ４時２４分 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程（第３号） 

 日程第１  報告第  ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度紀 

               の川市一般会計補正予算（第２号）） 

 日程第２  議案第 ８７号 平成２９年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

       議案第 ８８号 平成２９年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ８９号 平成２９年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第 ９０号 平成２９年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳 

               入歳出決算の認定について 

       議案第 ９１号 平成２９年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第 ９２号 平成２９年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ９３号 平成２９年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ９４号 平成２９年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第 ９５号 平成２９年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第 ９６号 平成２９年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第 ９７号 平成２９年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９８号 平成２９年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第 ９９号 平成２９年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１００号 平成２９年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 
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       議案第１０１号 平成２９年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１０２号 平成２９年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１０３号 平成２９年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１０４号 平成２９年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１０５号 平成２９年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１０６号 平成２９年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１０７号 平成２９年年紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１０８号 平成２９年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰 

               余金の処分及び決算の認定について 

       議案第１０９号 平成２９年度紀の川市工業用水道事業会計における工業 

               用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

       議案第１１０号 紀の川市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定につ 

               いて 

       議案第１１１号 紀の川市印鑑条例の一部改正について 

       議案第１１２号 紀の川市社会体育施設条例の一部改正について 

       議案第１１３号 紀の川市都市公園条例の一部改正について 

       議案第１１４号 平成３０年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）につ 

               いて 

       議案第１１５号 平成３０年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               補正予算（第１号）について 

       議案第１１６号 平成３０年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補 

               正予算（第１号）について 

       議案第１１７号 平成３０年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１１８号 平成３０年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第１１９号 平成３０年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１２０号 平成３０年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予 
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               算（第１号）について 

       議案第１２１号 平成３０年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１２２号 平成３０年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１２３号 平成３０年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１２４号 平成３０年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１２５号 平成３０年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１２６号 平成３０年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１２７号 平成３０年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１２８号 平成３０年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１２９号 平成３０年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１３０号 平成３０年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１３１号 平成３０年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１３２号 平成３０年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号） 

               について 

       議案第１３３号 平成３０年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第 

               １号）について 

 日程第３  本会議における発言の訂正について 

 日程第４  一般質問 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第３号）のとおり 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席議員（２２名） 

  １番 門   眞一郎   ２番 上 野 宗 彦   ３番 仲 谷 妙 子 

  ４番 舩 木 孝 明   ５番 中 尾 太久也   ６番 太 田 加寿也 
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  ７番 石 脇 順 治   ８番 並 松 八 重   ９番 中 村 ま き 

 １０番 大 谷 さつき  １１番 阪 中   晃  １２番 榎 本 喜 之 

 １３番 高 田 英 亮  １４番 川 原 一 泰  １５番 森 田 幾 久 

 １６番 村 垣 正 造  １７番 堂 脇 光 弘  １８番 竹 村 広 明 

 １９番 石 井   仁  ２０番 杉 原   勲  ２１番 室 谷 伊 則 

 ２２番 坂 本 康 隆 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席議員（０名） 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      林   信 良 

  市長公室長    西 川 直 宏    企画部長     今 城 崇 光 

  総務部長     金 岡 哲 弘    危機管理部長   中 浴 哲 夫 

  市民部長     尾 上 之 生    福祉部長     橋 本 好 秀 

  農林商工部長   神 徳 政 幸    建設部長     前 田 泰 宏 

  会計管理者    浅 野 徳 彦    上下水道部長   上 中 勝 彦 

  農業委員会事務局長  吉 川 博 造    教育長      貴 志 康 弘 

  教育部長     山 野 浩 伸    代表監査委員   箕 輪 光 芳 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

  事務局長     中 野 朋 哉    事務局次長    柏 木 健 司 

  議事調査課主幹  片 山 享 慈    議事調査課主幹  岩 本 充 晃 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開議 午前 ９時２９分） 

○議長（坂本康隆君） おはようございます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから、平成３０年第３回紀の川市議

会定例会２日目の会議を開きます。 

 日程に入る前に、諸般の報告をいたします。 

 去る９月３日に議会運営委員会を開催していただき、本定例会の運営について御協議い

ただきました。変更決定された会期予定表案をお手元に配付しておりますので、御報告い

たします。 

 これより、議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 報告第７号 専決処分の承認を求めることについて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 日程第１、報告第７号 専決処分の承認を求めることについて

（平成３０年度紀の川市一般会計補正予算（第２号））を議題といたします。 

 ただいま議題といたしました議案につきましては、過日、既に当局の提案説明は終了し

ております。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております報告第７号につきましては、専決処分に関する案件であ

りますので、本日、質疑、討論、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第７号につきましては、本日、質疑、討論、採決までを行うことに決

しました。 

 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

 ただいま議題となっております報告第７号については、質疑の通告がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 次に、報告第７号につきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託

を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員会の付託を省略することに決しました。 

 それでは、報告第７号 専決処分の承認を求めることについて、平成３０年度紀の川市

一般会計補正予算（第２号）に対する討論、採決を行います。 

 これより、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「討論なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 討論なしと認めます。 

 討論を終結いたします。 

 これより、採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 報告第７号につきまして、報告のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、報告第７号は、報告のとおり承認することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 議案第 ８７号 平成２９年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

              いて から 

      議案第１３３号 平成３０年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第 

              １号）について まで 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第２、議案第８７号 平成２９年度紀の川市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、議案第１３３号 平成３０年度紀の川市工業用水道事

業会計補正予算（第１号）についてまでの４７議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題といたしました４７議案につきましては、過日、既に当局の提案説明を終

了しております。 

 本日は、総括質疑を行います。 

 ただいま議題となっております４７議案につきましては、質疑の通告がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 それでは、議案第８７号から議案第１３３号までの４７議案につきましては、お手元に

配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 本会議における発言の訂正について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、日程第３、本会議における発言の訂正についてを議題とい

たします。 

 お手元に配付のとおり、箕輪代表監査委員より本会議における発言について、訂正の申

し出がありますので、会議規則第６５条の規定により、許可いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 一般質問 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○議長（坂本康隆君） 次に、日程第４、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 はじめに、４番 舩木孝明君の一般質問を許可します。 

 ４番 舩木孝明君。 

○４番（舩木孝明君）（質問席） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま議長の質問許可が出ましたので、本市における大規模の災害対策についての質

問をいたします。 

 まず最初に、４日の２１号台風で、いろいろ被害に遭った方々に議場の皆さんとともに

お見舞いいたしたいと思います。 

 そういう中で、地球の規模の異常気象が、今さらにあちらこちらで被害をもたらしてお

ります。特に本年は、８月中に９個の台風が発生し、先月から本当に１９号、２０号、２

１号と、大きな台風が本土を襲っております。この大きな、特に４日の２０号、２１号台

風には何十年ぶりに家屋に被害をもたらし、また農産物にも大きな打撃を受けて、今、片

づけに戸惑っている状態でございます。 

 このような異常気象により、地震、きょうも北海道で震度６強という、まだ被害の全容

はわかりませんが、すごい大きな地震が起こっております。地震・津波・豪雨・土砂災害

がいつどこで起こっておかしくないということが、そのとおりであると思っております。 

 特に近年、過去にない記録的な豪雨で堤防の決壊や山間地域の土砂崩れで集落が押し流

され、多くの住民が生き埋めで犠牲になっております。ことしも７月の西日本豪雨、これ

は岡山・広島、あの辺の非常に大きな被害をもたらした西日本豪雨ですけども、不明を含

めて２３０人余りのとうとい命が奪われ、今、全国のボランティアが広島・岡山を中心に

被害の後片づけに駆けつけております。 

 私ごとで恐縮ですが、自身も本市の社会福祉協議会の会員として、早朝３時半に出発し

て、岡山県で５１人の死亡者を出して、一番大きな倉敷市の真備町にボランティアとして

参加してきました。この状況を見たとき、ほとんどの住宅が、浸水でなく堤防決壊で土砂

の激流に流されて、残っている１階が土と柱だけで、とても言葉では言えなく目を覆いた

くなる現場を見てまいりました。 

 本市においても、貴志川、桃山の低い平たん地は水害に、また山間地域では豪雨でため

池の決壊や土砂災害、昨年も一人の犠牲者を出している麻生津の土砂災害も記憶にまだ新

しいです。 

 そうした中、一日でも安心にできません。さらに、今後豪雨だけではなく、３０年間に

７０％、８０％の確率で死者も３０万人を超えるという南海トラフ地震も、いつ起きても

不思議ではありません。そうした中、行政・市民が災害から自分や家族を守り、地域を守

る防災意識、防災対策、また災害が発生したときに被害を最小限に抑えるため、自分や家

族の身を守る避難の重要さ、避難の知識、ふだんから備えが非常に重要だと考えておりま

す。 
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 そこで、質問です。 

 １番に、気象庁は、災害の危険性によって注意報、警報など警戒発令を出しているが、

そのための市の対策本部の設置と、さらに重大な災害が発生が予想されたときの特別警報、

これは余り過去になかったと思うんですけども、発令されているが、どのようなときに発

令されるのか。また、風雨の音や雨戸を閉めている場合には、そういう重大な特別警報の

避難の放送が聞こえないとき、市の災害対策本部と市民への緊急連絡方法はどのようにす

るのか。 

 ２番目に、先月の西日本豪雨で、愛媛県の肱川が氾濫して、避難の最中に上流の河川が

氾濫して、避難勧告で避難しているときに上流の二つのダムが緊急放流し、このために９

人が犠牲となって、今、人災ではないかと問題視されている、ダム放流が原因の人災だと

問題視されています。また、県内においても、過去にダムの放流で何回か大きな問題にな

っております。 

 本市も、中心を流れている紀の川の上流に、津風呂ダム・大滝ダム・大迫ダム・猿谷と、

４カ所の大きなダムと貴志川上流に山田ダムがあり、ダム放流が下流の氾濫被害に大きく

影響するのではないかと思います。河川が増水して危険水域に達しているとき、ダムから

の緊急放流について、市の対策本部との連携はどうなっているのか。 

 また、これも私らは素人考えで、桃山のダムが放流したらグラウンドがつかる、グラウ

ンドがつかったら貴志川、調月、桃山のうちが増水するということを聞いておりますが、

一体、上流のダムが１秒間に、これはもうはっきりわからないという思いますが、おおむ

ね１，０００トンの放流すると、これも紀の川の幅によって違いますけども、平均紀の川

の水位がどのぐらい上昇するのか、これわかっている範囲でお答え願います。 

 三つ目に、先日、大阪北部で震度６弱の強い地震が起き、犠牲者が５人、倒壊家屋は５

１５件、重大な被害が一瞬の間に起こりました。特に、ブロック塀が倒れ、生徒と通学に

見舞われた二人が死亡した、犠牲になりましたが、もう２～３０分遅かったら集団登校の

学生らで何十人の人が犠牲になったと考えますと、ほってはおけないことと思います。こ

うした塀の倒壊事故に全国でも大きな衝撃を受け、安全対策に取り組んでいます。 

 本市でも、前日の議会で、空き家対策の質問、答弁で、空き家対策協議会を立ち上げ、

台風や地震はもとより、そうした、なくてもそのまま放置すれば倒壊する空き家対策が著

しく保安上危険となる「特定空き家」と判断されれば、法に基づき、指導・助言・勧告等

を本格的に実施していくとの答弁でございました。 

 そうした中、ブロック塀や土壁、また危険空き家等の倒壊したときの対応、また倒壊の

おそれのある建物の点検調査を既に行っていると思いますが、今後の災害を予測しての本

市の建築物の調査の結果と今後の指導・勧告等の対応はどうか、質問いたします。 

 四つ目に、学校での避難訓練、特に海岸地域の学校ではいつも津波の避難訓練がよく報

道されていますが、本市には山間地が多く、昨年の豪雨でも家が土砂に埋まり、１人が犠

牲になりました。また、土砂災害や平野部の水害の危険を早く予知し、自分を守る知識を
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子どもたちに教える教育、避難場所や避難訓練、そういった教育はどの程度取り組んでお

られるのか。また、学校や保育園、学童保育での通学途中や学校や園で行ってからの各警

報が発令されたときの対応、警報が出なくても通学路での地震や土砂災害の局地的に危険

のあるときは、どういう対応をするのか。 

 以上、４番の質問です。 

 続いて、最後に５番の質問です。 

 今回、西日本豪雨でため池の決壊による被害が多く、今後も被害対策の課題となりまし

た。本市も、２年前に同僚議員がため池の管理と防災事業についての質問をいたしました。

そのときに、紀の川市において７７７カ所のため池が台帳に登録されている。受益面積０．

５ヘクタール以上のため池が６０５カ所の点検調査を行っていると答弁されています。 

 現在、紀の川市地域防災計画には、ため池防災計画が搭載され、農業利水のための構築

は、または維持されてきたため池が本市には多数あり、中には老朽化の進んだものや現在

はほとんど利用されていないものが見られ、宅地開発の発展が付近に及んでいる地域もあ

ります。 

 こうした中、安全確保が重要な課題となっております。方針通して、ため池の崩壊、ま

たは農業関係ではなく、人命、家屋、公共施設等に被害を及ぼすことが考えられる管理体

制を強化して、警戒を要するため池及びその池の水害の発生が予想される注意すべき区域

の巡視警戒、避難態勢等、災害予防に必要な措置を講ずるとなっております。そのため、

これは小さい質問で、次の３点について質問します。 

 まず、一つ目の質問ですが、警戒を要するため池をはじめとする市内に点在するため池

の保安管理をどのように推進しているのか。 

 二つ目の質問です。計画では、ため池ハザードマップを策定するとなっているが、現在

の現状とその利用活動をどのように考えているのか。 

 三つ目に、これもまだ紀の川市では数少ないですけども、最近、全国でため池に太陽光

発電が設置されております。市内のため池にも最近１カ所されました。これは、私個人的

ですけども、ため池の維持管理に少しでもお金が要るようなときはいい考えだなと思いま

すが、デメリットとしてため池が崩壊したとき、下流に被害が起こらないことはないか。

また、今後の数多いため池での希望、太陽光発電の申請が出た場合に、その対応について

お聞きいたします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 危機管理部長 中浴哲夫君。 

○危機管理部長（中浴哲夫君）（登壇） おはようございます。危機管理部より、一般質

問の答弁をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 まず、一昨日、４日火曜日に襲来した台風２１号は、数十年に一度の大型台風となり、

かつてないような防風を伴い、紀の川市に接近しました。この台風により、市内約１万４，

０００件にわたる大規模な停電や倒木等による交通障害が発生し、至るところで通行どめ
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となるなど、市内全域のライフライン等に被害が発生し、現在も復旧に向けて取り組んで

いる状況でございます。 

 今回の台風襲来時には、議員各位及び市民の皆様方には大変な御不便と厳しい状況にも

かかわりませず御理解と御尽力を賜りましたことを、改めましてお礼申し上げます。 

 それでは、舩木議員の御質問の大規模災害発生に伴う市の防災対策等につきまして、危

機管理部所管の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の気象庁からの気象警報発令に際して、市の災害対策本部の設置及び特別警報等

の発令状況や、緊急時、市民の皆様方への周知や対応でございますが、議員御指摘いただ

きましたように、近年は温暖化等に伴う想定を上回る記録的な集中豪雨や大震災、また大

型台風接近による暴風・大雨が日本全国各地で発生しております。 

 このような異常気象が予測される場合には、迅速に、的確に気象情報等を把握するため

に、和歌山気象台や関係機関と緊密な連携を行いまして、最新情報の収集や現状への対策

を行っているところでございます。 

 また、気象警報発令時や市内河川の水位上昇により被害が発生すると予測される時点に

おいては、市では速やかに職員に対して警戒態勢等を発令して、各部・局長や関係職員の

動員・参集を行いまして連絡調整会議を開催し、現状報告や被害対応について協議・検討

しているところでございます。 

 なお、気象庁では、気象警報発令後にさらに状況が悪化することや災害等が発生する極

めて危険な気象状況であると予測される場合は、現状に応じて特別警報等が発令されると

思われます。 

 この気象警報を含む特別警報についての市民の皆様方への周知につきましては、市から

の市の防災行政無線放送やメール配信サービスにより携帯電話に配信するとともに、テレ

ビ等の報道機関も通じて緊急情報として情報伝達を実施しまして、市民の皆様方への周知

及び注意喚起に努めているところでございます。 

 また現在、この防災行政無線放送のさらなる充実整備と難聴地域解消に向けてデジタル

化工事を施工していますが、現状の防災行政無線よりの放送が聞き取れなかった場合は、

電話で放送内容を確認できるシステムを昨年から導入してございますので、御利用いただ

きたいと思います。 

 次の御質問の紀の川上流の大規模ダム、大滝ダム等や山田ダムによる緊急放流警報に伴

う本市と住民の皆様方への連絡体制につきましては、台風の接近に伴い豪雨や異常気象に

より大滝ダム等に大量の降雨や流入がある場合は、河川整備計画において、大滝ダムでは

毎秒３，８００立方メートルを放流してダムの調整を実施することになっていますが、ダ

ムからの対応といたしまして、下流の河川等の整備状況や地域の安全性を考慮しまして、

最大放流量は毎秒約１，２００立方メートルを一定量としてダムより放流を行っている現

状でございます。 

 なお、ダムからの放流時には、紀の川下流の沿線市町に対しまして、紀の川ダム総合管



平成３０年第３回紀の川市議会定例会会議録（第２号） 平成３０年９月６日 

 

－53－ 

理事務所より、放流時刻や放流量等の通知及び河川の予想水位の報告がファクス等で送付

されてきてございます。 

 また、ダムからの毎秒約１，２００立方メートルの放流に伴う紀の川水位の上昇につき

ましては、降雨量や河川への流入により正確な数値は測定困難ではございますが、おおむ

ね４０センチの水位上昇が見込まれているようでございます。なお、河川が増水して危険

な状況が予測される場合には、ダムより放流調整が行われているようでございます。 

 このような状況を受けまして、市の地域防災計画に基づき、各ダムの管理事務所と迅

速・確実に連絡を行うことや河川の水位及び和歌山気象台からの情報に注視しまして、現

状の把握と対策に努めているところでございます。 

 市民の皆様方への緊急時の情報といたしましては、防災行政無線、またはメール配信サ

ービス等を活用して河川の現状を周知するとともに、関係区長様及び地域の消防団員等と

速やかに連絡を行いまして、危険な状況が発生すると予測される場合は、円滑に災害対策

や避難対策等ができるように市では体制強化に努めているところでございます。 

 続きまして、３点目の大阪北部地震によるブロック塀等の倒壊に伴う市の対策等につき

まして、お答えさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀の倒壊や家具転

倒事故で多数の死傷者が発生してございます。 

 過去の地震でもブロック塀の倒壊により犠牲者が発生している状況や、近い将来に予測

されています南海巨大地震において、県内のほぼ全域で震度６以上の激しい揺れが想定さ

れていることなどを踏まえまして、市民の皆様方と防災・減災への体制強化等について例

年、市防災総合訓練等を実施してございますが、今回の事故により、市の対策として改め

てブロック塀の安全対策及び家具固定を推進し徹底する必要があると考えてございます。 

 また、今回のブロック塀等の倒壊現状に伴い、その後の市の対応・対策につきましては、

和歌山県の方針に基づきまして、まず市が管理している公共施設・学校や保育所及び関連

施設から調査する旨を関係部局等と協議を行い、現状調査や対応を実施いたしました。 

 引続きまして、自治区集会所のブロック塀の対策といたしまして、市内全域の区長さん

をはじめ、関係の方々に点検等の協力をお願いいたしまして、現在調査を実施していただ

いてございます。 

 また、個人が所有、または管理するブロック塀の点検等につきましては、広報誌「紀の

川９月号」に掲載し、現状調査等のお願いのためにブロック塀の点検表を各家庭に配布さ

せていただき、市民の皆様方が所有されています道路に面したブロック塀が現行の建築基

準を満たしているかどうかの点検を行っていただき、老朽箇所や損傷状況等の現状把握の

調査をお願いしたいと考えてございます。 

 なお、この現状調査につきまして、基準に適合していないことや危険であるかどうかの

判断が困難な場合は、お申し出いただければ、建築基準法所管部局の職員が市職員と連携

いたしまして調査を実施する予定となってございます。 
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 調査後、基準に適合していないことが明らかであるブロック塀については、市より歩行

者等の事故防止対策や災害発生時の避難路確保等の観点から、当該ブロック塀の所有者等

に必要な対策について助言・指導等を行ってまいりたいと考えてございます。 

 また、個人が所有されていますブロック塀の撤去や新設につきましては、大阪北部地震

発災後に建築基準を満たしていないことや、または老朽化やブロック塀は非常に危険であ

り、倒壊により重大な人的被害が発生すること、また避難時に支障があるとともに、緊急

車両の通行を妨げる原因となると予測される危険なブロック塀を被害や事故が発生する前

に各自の責任のもとで撤去されまして、地域の皆様方が安全で安心して生活ができるよう

に取り組まれている方々もございますことから、まずは自宅等で所有されていますブロッ

ク塀につきましては、各個人様が現状を把握していただきまして、地域や御自身の安全確

保に向けて各自で責任を持って対応していただければと考えておりますことから、各個人

宅へのブロック塀の撤去・新設につきましては、地域の状況や国・県の動向を注視して今

後の対策として考えてまいりたいと思いますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

 危機管理部からは、以上でございます。 

○議長（坂本康隆君） 建設部長 前田泰宏君。 

○建設部長（前田泰宏君）（登壇） おはようございます。 

 建設部より、舩木議員の御質問の危険空き家や建造物の点検・調査の安全対策指導、警

告という質問にお答えいたします。 

 危険空き家や危険な建造物の安全対策につきましては、区長さん及び近隣の住民より通

報があった場合、現地を確認し、地権者や所有者に対して直接連絡をとり、安全対策等に

ついて指導をしております。 

 また、特定空家につきましては、紀の川市空家等対策計画に基づき、紀の川市空家等対

策協議会で審査していただき、ことし８月、和歌山県特定空家等の判断基準により１軒が

特定空家に判定されました。 

 今後は、空き家等対策の推進に関する特別措置法に沿って、特定空家と判定された物件

につきましては地権者に助言・指導を行い、十分な安全対策をとっていただけない場合、

勧告を行い、固定資産税の住宅特例制度が適用除外となり、その後、命令・代執行を法の

基準に沿って執行していきたいと考えております。 

 また、仮に大規模災害等が発生し、家屋が市道に倒壊して通行の支障になった場合にお

いては、市において道路の障害物を撤去し、早急な通行の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（登壇） それでは、私のほうから、舩木議員御質問の４点目

のうち、学校での避難訓練や防災教育は、そして学校への通学途中等々での気象警報が発

令されたときの対応はという御質問に対する答弁をさせていただきます。 

 学校における防災教育及び避難訓練等につきましては、平成２３年３月の東日本大震災
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の発生を機に、本教育委員会においては学校防災マニュアルを作成し、それらの教育等に

取り組んでまいりました。 

 また、昨今の過去に例のない大雨・洪水等の異常気象による災害や、昨年度の本市にお

ける浸水害等の発生を受け、本年度７月に学校防災マニュアルの改訂を行ったところでご

ざいます。 

 改訂した学校防災マニュアルでは、今までのマニュアルをより充実させるとともに、児

童・生徒の災害に対する「自助」・「共助」の精神の学習や各教科領域における「防災教

育」の位置づけを明確にいたしました。また、各学校の実情を考慮し、浸水害やため池の

決壊等を想定した具体的かつ個別のマニュアルを各学校単位で作成し、より実践的な避難

訓練等を実施することとしております。 

 それから、通学途中で気象警報が発令された場合についてですが、既に学校に到着した

児童・生徒は基本的に帰宅することになりますが、当日の気象状況や学校の実情に合わせ、

子どもたちの安全に十分に配慮し、集団下校等を行うなど臨機応変に対応しているところ

でございます。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 福祉部より、保育所・保育園通園途中で気象警報が

発令されたときの対応についてお答えいたします。 

 保育所または保育園を利用される児童の登園時に職員が保護者から直接お預かりさせて

いただき、体調等注意して観察すべき点や要望についてコミュニケーションを図っていま

す。 

 警報発令・地震発生時における保育所の対応については、入所案内とともに文書にて配

布をさせていただいております。 

 その内容は、登園時「暴風・大雨・洪水警報」のいずれかが発令された場合、児童の安

全のため自宅待機をお願いいたします。ただし、保護者の仕事等の都合上、どうしても保

育が必要な場合は、保育所へ連絡の上、安全に十分注意していただき登園していただきま

す。 

 登園後に同警報が発令された場合、児童の安全のため速やかなお迎えをお願いします。

ただし、保護者の不在等の場合や帰宅が困難な場合は、児童は保育所で待機いたします。 

 また、学童保育を利用される児童は放課後以降の利用となりますので、保育所の登園後

と同じ対応とさせていただいております。 

 次に、「特別警報」・「震度５以上の地震」が発生した場合、保育は行わず休所・休園

となり、登園後に同警報が発令された場合には、安全が確保されるまで保育所での待機を

原則といたしまして、避難指示等を踏まえ児童の安全に十分配慮した速やかなお迎えをお

願いしています。 

○議長（坂本康隆君） 農林商工部長 神徳政幸君。 

○農林商工部長（神徳政幸君）（登壇） 舩木議員の質問の今後の池の管理、災害対策は
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どう進めていくかの質問について、答弁させていただきます。 

 近年、局部的集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでは

なく地域住民の生命や財産、公共施設にも甚大な被害が頻発しております。 

 特に、近い将来、高い確率で発生することが予想される「東海・東南海・南海地震」の

地震動により、ため池が決壊に至ることが懸念される中、西日本豪雨災害では土砂流入や

堤の損壊などの被害が出たため池が１８府県で、少なくとも９０７カ所に上り、うち決壊

は６府県の３１カ所の被害が発生しております。 

 議員質問の警戒を要するため池等の保全管理をどのように推進するのかについてですが、

紀の川市内では７７７カ所のため池がため池台帳に登録されており、紀の川市地域防災計

画に掲載されているうち、警戒を要するため池は１３１カ所となっております。 

 ため池の管理については、農業従事者の減少や高齢化、宅地開発等で受益者の少ないた

め池もふえ、受益者だけでは対応できなくなってきております。 

 こうした農村地域の集落機能の低下により、地域の共同の活動によって支えられている

各施設にも支障が出始めている中、地域の活動を費用面から支援するということで、農村

環境を継続してもらうことを目的とした「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接

支払事業」で支援をしているところでございます。 

 また、堤が高く決壊した場合に住宅や公共施設へ影響を与えるおそれがあるものについ

て、順次計画的な整備を相談申し上げるとともに、改修内容や極力地元負担が大きくなら

ない国・県補助事業への事業採択などの取り組みを鋭意行っているところでございます。 

 次に、ため池ハザードマップの策定の現在の状況と利活用についてですが、受益面積５

ヘクタール以上で貯水量１，０００トン以上のため池については、県営事業等で改修を進

めています。しかし、改修には多額の事業費や長期間が必要なことから、ため池下流に住

宅が密集している箇所も多数あり、ため池ごとに、より詳細な浸水被害区域を想定し、近

傍の避難場所・避難方向・避難時の危険箇所・水深・到達時間等を明示した詳細なため池

ハザードマップを平成２９年、平成３０年度において作成し、地震や豪雨による災害時に

安全に避難できるようにしているところでございます。 

 ため池のハザードマップ作成するに当たり、地元関係者の方々と一緒になってワークシ

ョップを進め、丸栖地域で実施された防災訓練においても活用いただいてございます。い

ます。今後も、ため池ハザードマップの活用を促し、防災・災害への意識を高めてまいり

ます。 

 次に、太陽光発電が設置されているため池が崩壊し、下流に被害が起こらないのか、ま

た、その対応についての質問ですが、ため池の維持・補修・修繕等の管理は、その水を受

ける農家や農業団体が行っていますが、農家の後継者不足の近ごろでは賦課金増や農業団

体の弱体化が相重なって、ため池の維持管理等に支障が出てきています。 

 このため、地元水利組合では、太陽光発電で得た使用料を農業施設の管理費用に使って

いただという条件で設置しております。 
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 この太陽光発電施設は、池の水面に浮かべたフロートを連結することにより柔軟に風と

波に対応でき、フロートが風で流されないように、何カ所かにワイヤーで池の底に固定し

ております。 

 設置の許可条件として、改修工事が実施済みであり、ため池の安全が十分に確保されて

いること。また、ため池管理組合が組織化されていて、管理がきちんとされていること。 

 今後、申請が出た場合は、上記のことを踏まえ、設置しても問題が発生しないか、また

継続して安全に管理してもらえるか判断した上で使用の許可を検討してまいります。 

 今後、設置状況を確認しながら、異変があれば水利組合に早急に対応していきたいと考

えております。 

○議長（坂本康隆君） 再質問、ありませんか。 

 ４番 舩木孝明君。 

○４番（舩木孝明君）（質問席） ――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――― 

○議長（坂本康隆君） 舩木議員に申し上げます。 

 ただいまの再質問は、１回目の質問内容と違う質問をしていますので、執行部の答弁に

対する再質問をするようにしてください。 

○４番（舩木孝明君）（質問席） はい、済みません。それでは、もうそれで省略させて

もらいます。 
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○議長（坂本康隆君） 再々質問はありませんか。 

 ４番 舩木孝明君。 

○４番（舩木孝明君）（質問席） 再々質問、市長にお願いいたします。 

 本市の第１次長期計画では、非常に。 

○議長（坂本康隆君） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時２２分） 

――――――――――――――― 

（再開 午前１１時０９分） 

○議長（坂本康隆君） 再開いたします。 

 なお、箕輪代表監査委員から、この後の会議について、所用のため欠席する旨報告があ

りましたので御了承願います。 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 改めまして、再質問はありませんか。 

 ４番 舩木孝明君。 

○４番（舩木孝明君）（質問席） 再質問、ありません。 

○議長（坂本康隆君） 以上で、舩木孝明君の一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、１４番 川原一泰君の一般質問を許可をします。 

 １４番 川原一泰君。 

○１４番（川原一泰君）（質問席） こんにちは。 

 皆さん、おっしゃることでございますが、おとといの台風２１号の大変なすさまじい台

風が上陸したために、大変な被害をこうむられた方、こういった方々に対して心からお見

舞いを申し上げたいと、このように思います。 

 では、今議長から許可を得ましたので、質問を行いたいと思いますが、きょうの私の質

問については、紀の川市の人口減少対策についてということで、分割方式で質問、お尋ね

をしてまいりたいと、このように思ってございます。 

 この人口減少問題については、全国１，８００余りの自治体があるわけなんですが、ど

の自治体においてでも一番頭の痛い問題じゃないかなと、このような気がいたします。全

国で１道１都２府４３県あるわけなんですが、この中においてでも今もなお人口がふえて

おるという地域、数ございませんで、あえて申し上げますと、東京、埼玉、神奈川、千葉、

愛知、そして沖縄、この六つの地域では今もなお人口がふえておるという状況でございま

して、残りの４１道府県においては減少の一途をたどっておるということでございます。 

 このふえております６地域においてのふえ方でございますが、この中には非常に外国人

が占める割合が非常に高くなってきていると。それは、外国人が今、全国でどのぐらい住

んでおるのやということになりますと、これが２４９万７，６５６人という数字が今出て

ございます。 
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 そういうことで、昭和４３年４月１日に、これは日本人の人口の数でございますが、こ

のときには１億１９８万８，０２０人という人口数になってございます。そして、昭和４

４年から人口がふえ続けまして、一番ピークになった時期、人口が一番ふえた時点、これ

が平成２１年４月１日の人口調査の折でございまして、このときの人口数は１億２，７０

７万６，１８３名という数字になっているわけなんです。そして、平成２２年からまた人

口減に転じまして、そしてことし、平成３０年１月１日の人口調査においては１億２，５

２０万９，６０３名、これだけ減ってきているわけなんですね。約９年間の間に減った人

口は１８６万６，５８０人という、これだけの人口が減ってきているわけなんですが、そ

ういう人口の流れがそういう流れになっているわけなんです。 

 この間、先々月の７月の初めごろでしたが、家でテレビを見ていますと、総務省の中に

人口減少問題研究会という部署があるわけなんです。その中で、野田総務大臣と関係者の

方々がいろいろ話をしているのを聞いていますと、２０４０年には、今、全国で１，８０

０余りの自治体があるわけなんですが、そのうちの２５％の自治体は、今現在の人口の約

半分になっていくだろうと。そして、その２５％の自治体の中で、さらに自治体運営がで

きなくなるような状態まで人口が減ってしまう自治体も出てくるだろうと、こういう話を

してございました。 

 そうなってまいりますと、地域の経済の停滞、あるいはまた地域の文化の喪失、さらに

は自治体自身の財政の悪化、こういうことが前に出てくるだろうと。そうなってまいりま

すと、非常に自治体の運営はやりにくくなるというのが、いろんな悲しい方向性として会

話の中に出ているんです。 

 そういう状況の中、自治体自身は何とか人口減少対策として減っていくのを阻止して、

そして横ばい、もしくは少しでもふえる方向に何とかええ施策はないもんか、対策はない

もんかということで、各自治体ともに考えておるわけでございますが、対策はなかなか出

てこない。 

 そういった中で、一つだけはっきり言えること、これは皆さんがどんな感じ方をされて

いるかわかりませんが、自治体間、あるいはまた地域間の住民の取り合いになるだろうと、

これから人口減少に対して、そういう方向性が出てくるだろう。これは具体的に申し上げ

ますと、地球温暖化によっていろいろな天災が、災害が全国でも頻繁に起こるようになっ

てきているわけなんですね。 

 きょう朝からも北海道で地震が起こってございましたが、一番きついところで震度６、

これは大変な地震でございますわな。そして、おとといの台風であり、ことしになっても

非常に幾つか強い台風が上陸してきた経緯もありますが、そういう台風が連れてくる、ま

た水害、梅雨前線がいろいろ終盤に大雨を降らす地域が非常にふえてくる中で、洪水・水

害の災害が起こる状況が勃発するわけなんですね。 

 そういう状況の中で、移住・定住を考える方々、真剣にこの問題を考える方々が非常に

ふえてくる傾向にあるということは、これは言えると思うんです。そういう状況の中、移
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住・定住を考える方々は、安全・安心で住める地域、いわゆる自治体、地域を選択してい

く方向が出てくるわけなんです。そうなってまいりますと、自治体自身の立地条件であり

魅力、そして発展的要素を持っているかどうか、その地域が持っているかどうか、こうい

った問題が非常に取りざたされるようになってくわけなんです。 

 そういう中で、これからは移住・定住を考える方々が自治体であり地域を選択をして選

んで、そして自分の安住の地を求めてくる傾向にあると、このことが先ほど口汚なく申し

上げたかもわかりませんが、住民の取り合いという一つの流れになってくる、それとイコ

ールになるんですが、そういう流れがこれからは非常にこれだけ全国に災害がふえますと

そういう方向性が必ず出てくるだろうと、このように思うわけなんです。 

 この間、９月１日の防災の日には、安倍総理大臣が全国ネットでコメントを演説してご

ざいました。何を言われていたかと申しますと、中身は南海トラフの問題でございます。

この南海トラフは、静岡から四国の沖までの間に東海・東南海、南海の地震帯、三つの地

震帯があるわけなんですが、これが連動して大きな地震として発生した場合、あの東日本

の大震災、大津波をまだ越えてくるだろうぐらいの大きな地震になると。そして、さっき

舩木議員も申しておりましたが、３０万人の方が亡くなると、これは安倍総理大臣が言っ

ていたわけではございませんが、その地震に詳しい方々の中で推計として出していること

でございますが。そして、今から３０年間の間にこの南海トラフが発生する可能性、発生

する確率、１年ごとに高くなってきているという推計が出されてございまして、そうなっ

てまいりますと７０％、もう優に超えてきているというような推計が出ているわけなんで

すね。 

 そういう状況になってまいりますと、太平洋沿岸の自治体においては、まず地震対策を

せないかんし、津波対策をせないかん。さらには、人口が流出するのを防がないかん、こ

ういう対策が太平洋沿岸の自治体においては是が非でもやっていかなくちゃならないよう

な状況になってきているんです。和歌山県にも幾つかの太平洋に面した自治体がございま

す。その自治体においてでもしかりであります。 

 そういう状況の中で、和歌山県に３０の自治体があるわけなんですが、この中において

でも自治体間の格差、先ほど申し上げました立地条件はどうか、そしてその地域が非常に

魅力のある地域なのか、さらには発展的要素を持った地域なのか、こういった角度から問

うたときに、和歌山県全体の３０の自治体の中でも非常に格差がついてくる。 

 それじゃ、紀の川市はどうなんやと、そういう意味から見て、紀の川市はどういう位置

におるのよということになるわけなんですが、私自身は、岩出市は今の名を人口増の方向

で和歌山県の中でトップを走っているんです。わずかではございますが。その岩出市に、

紀の川市がひっついてあるわけなんですが、非常に私から見させていただいて、この紀の

川市の立地条件というものは非常にいいものがあって、そして年間通して非常に温暖で生

活のしやすい地域でもありますし、ずっと言われてございます「フルーツのまち」として

米をつくっても何をつくってでも非常にいいものができる。そして、生活ししていく上に
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おいて一番水が大事でございますが、水量豊富な紀の川市がある、こういう状況であって、

さらに今、京奈高速がついて、紀の川インターから関空に向けての直接道路も、中村市長

を中心にして、そして徐々にいい方向に進んできている。そして２，０００万人の消費者

を抱える大阪府と徐々に近くなってきているわけなんです。 

 こういう方向の中で、非常に紀の川市に対しての経済効果というものも期待をされる状

況になってきているわけなんですね。そういうもろもろのことを考えたときに、非常に紀

の川市は立地条件から始まって非常に魅力のある地域になってきているということは、こ

れは私だけやなしに皆さんも恐らく考えているだろうと、このように思うわけなんですが。 

 そういった中で、紀の川市も「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、こういった中にし

っかり紀の川市の方向性書かれてございますし、さらには「第２次長期総合計画」の中に

も、これからの紀の川市の方向性というものをしっかり書いてある。そういう状況の中で、

書いてあってでも基本構想をつくって、基本計画をつくって、そして実施計画をつくる、

ここまでいかんと何の意味もないわけですね。この人口問題にしても、今、基本計画でと

まってしもたらあかんわけなんです。実施計画まできっちりやっていくべきだと思います

し、その時期にも来ていると思う。 

 そういう状況の中で、先ほどから申し上げましたとおり、これからは非常に日本の国と

いうものの中で、災害がふえる方向にある。そして、移住・定住を考えておる各地域の住

民の皆さんが非常にふえる傾向にもある。こういう方向の中で、いかにして紀の川市の魅

力、そしてそういった方々に紀の川市のよさというものをいかにして知らしめていくかと

いうこと、この方向に対しての市当局の執行部としての人の考え方、対策、こういったも

のをまとめてひとつ企画部長のほうから御答弁をいただきたいなと。 

 第１回目の質問でございますが、御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 川原議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 川原議員御指摘のとおり、人口減少問題は全国ほとんどの自治体の共通した重要な課題

であり、紀の川市におきましても、国立社会保障・人口問題研究所が発表した人口推計に

基づき、２０１５年、平成２７年に設定した「紀の川市まち・ひと・しごと創生人口ビジ

ョン」において、２０１５年の紀の川市の人口６万３，２４５人が、４５年後の２０６０

年には、ほぼ半分の３万４，０５２人となる推計となっております。 

 この大幅な人口減少により、地域の経済の停滞、地域文化の喪失、市の財政悪化が見込

まれ、人口減少の大きな要因となるさまざまな課題に対し、人口減少を抑制して年齢構成

のバランスを維持し、活力を維持する持続可能なまちの実現を目指して、国の「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づき、平成２７年度を初年度とし、以後５年間の目標とし

て「紀の川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、取り組みを進めているところ

でございます。 
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 昨年、全般的な市の施策の方向性を示す計画である「第２次紀の川市長期総合計画」を

平成３０年度を始期とし、９年間の計画として策定しております。また、「紀の川市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」は、「紀の川市長期総合計画」において示した人口減少

対策について、重点的・補完的に推進すべき事業として位置づけ、取り組みを進めている

ところでございます。 

 ただし、議員御指摘のとおり、人口減少対策における施策については、一歩一歩着実に

努力を重ね、取り組んでいく必要が今後もあると考えております。 

 例えば、紀の川市にたくさん潜在する魅力ある地域資源の中で、最大のＰＲポイントの

一つは、議員のおっしゃるとおり「紀の川市の立地条件」だと考えております。 

 関西国際空港のある泉佐野市に隣接し、阪和自動車道と直結した京奈和自動車道のイン

ターチェンジが２カ所あり、大阪府や奈良県とのアクセスが非常によいという条件が魅力

と考えております。 

 また、種類が豊富で生産量も全国トップクラスの農作物の生産を誇っており、四季を通

じて味わうことができる果物や加工品も魅力の一つであると考えております。 

 さらに、近畿大学生物理工学部の立地を生かした各産業の活性化に向けた連携など、紀

の川市の地域資源のポテンシャルは、さまざまな分野で非常に高いと考えております。 

 これらの地域資源を今後も生かしていくため、これからの移住・定住対策として、紀の

川市の魅力や資源について、都市部をはじめ市内外に向けて戦略的に発信し、市の認知度

と交流人口の増加を目指した「シティプロモーション事業」に、さらに積極的に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 なお、現在、市の魅力をより効果的に発信するため、ＰＲ動画の制作もこのシティプロ

モーション事業の一つとして進めているところでございます。 

 また、少子化対策においては、出会いから子育てまで、市民のライフステージに寄り添

った切れ目のない支援を目指し、子どもを産み、育てやすい環境をさらに整えていきたい

と考えております。 

 また、雇用の場づくり、通勤の利便性の向上など、「住環境の充実」を目指し、働きや

すく暮らしやすい環境づくりを進めるとともに、将来的に安定した財政運営に向け、自主

財源の確保の観点から「ふるさと納税」の拡大も図っていきたいと考えており、今後、

「第２次紀の川市長期総合計画」や「紀の川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本

目標に基づき、先ほどから申し上げました取り組みについて、今後も精力的かつ着実に進

め、紀の川市の人口減少の抑制に努めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（坂本康隆君） 再質問はありませんか。 

 １４番 川原一泰君。 

○１４番（川原一泰君）（質問席） ただいま企画部長のほうから御答弁をいただきまし

た。 

 基本的には、その「まち・ひと・しごと創生総合戦略」、この中身、そして「第２次長
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期総合計画」の中に書かれておるこれからの紀の川市の方向性というものに対して、しっ

かりふんどし締めて、これを実現するために努力していくという方向性だと思うんですが、

移住・定住の問題についても、今、少し触れていただいてございましたが、私のきょうの

質問は、これは一番主たる聞きたいことは、移住・定住を考えとる方々をいかにして紀の

川市のよさというもの、これを知らしめるかと、ここなんですね。非常に私が知りたいの

は。 

 そういう意味で、いま一度、非常に災害がふえる傾向の中で、それに比例して移住・定

住をしっかり考えていく方々が、この人らもふえる傾向にあると、そういう状況の中で人

口減少に対してしっかり取り組もうとすれば、こういった方々をいかに紀の川市に来ても

らうかというこの方向が、非常に的を射た方向だろうと、このように思ってございますの

で、いま一度この方向に対しての対策、執行部の考え方、改めてひとつ答弁をいただきた

いと、このように思います。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） 川原議員の再質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、人口減少対策として移住・定住に関する施策は、「第２次紀の川

市長期総合計画」においても、また「紀の川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」におい

ても、効果的な取り組みの一つであることを認識しているところでございます。 

 先ほど、答弁させていただきました内容と一部重複いたしますが、人を呼び込む移住対

策や、安心して住み続けていただく定住対策に関する具体的な取り組みにおいては、大消

費地の大阪に隣接していることや関西国際空港に近いこと、また京奈和自動車道などのイ

ンフラ整備が整ってきたことなど、紀の川市の最大の魅力の一つである「立地条件」を生

かすことが最大の施策として取り組んでいく必要があると考えております。 

 また、議員の御指摘のとおり、地震等における自然災害の面においては、紀の川市は今

後約３０年以内に発生する確率が高くなっている東南海・南海等の地震による津波に対す

る不安要素は取り除けるなど、現在の紀の川市の立地条件をはじめ、さまざまな魅力ある

資源を、より積極的かつ効果的に市内外にＰＲを進めていくべきであると考えているとこ

ろでございます。 

 安心して住み続けていただくために、また移住・定住先を考えている方々から、移住・

定住先として紀の川市を選んでいただけるように、関係する部署と連携の上、「紀の川市

の立地条件」を最大限に活用し、移住・定住を促進する事業の充実を図り、紀の川市の魅

力を効果的に発信する「シティプロモーション事業」を中心に、積極的なＰＲと関係する

事業の推進に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○議長（坂本康隆君） 再々質問はありませんか。 

 １４番 川原一泰君。 

○１４番（川原一泰君）（質問席） ただいま再質問で部長の答弁をいただきました。 
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 次は、再々質問になるわけでございますが、今回、人口減少対策ということで質問させ

ていただく中で、私なりのいろんな思いをるる申し上げてまいったわけなんでございます

が、その中身に対して、中村市長の見解、答弁としていただけたらなと、このように思っ

てございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（自席） 川原議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、紀の川市は災害に強いといいますか、自然災害を最小限に食いとめられるべく、

これからもっともっと頑張っていかないけないと、１点はそう思います。 

 それと、議員が言われました若者が定住できる、また他地域から紀の川市に住みたいと

思ってもらえる紀の川市にということも一番大事でありますが、私が常々合併当所から申

し上げておるところでは、「基幹産業は農業である」ということの中で進めをしてまいり

ました。その農家の息子さんたちが小学校や中学校、高校までは地元でおられますが、就

職する場合には紀の川市から出ていって県外に、都会にということで、６０歳の定年を迎

えてからふるさとに帰ってくるというのが本当に多いわけで、その基幹産業の農業、私は

貴志川町時代に圃場整備というものを促進してまいりました。紀の川市になってからも、

それを声を大にして、また担当課ではあらゆる農業者に対して圃場整備の推進をしてまい

りましたが、いまだ貴志川以外のところで圃場整備の状況が、実態が生まれてこない。そ

のことが、私は就労の高齢化、後継者不足等々の中での農業を守っていくためには、地元

の企業へ勤めながら、土曜・日曜のその先祖代々の農地を守っていく、そういう家庭をつ

くっていくことがまず大事ではないかなということを一番思っていました。 

 そんな中で、何でもとれる、果物、野菜のとれる紀の川市に、いろいろな面で京奈和も

ついた、関空行く道路も、まあいつとはわかりませんが、何とかしたいということの中で

住みたくなる地域にしていくことは最も大事でありますが、まず今まで住んできた紀の川

市を守っていくためには、その農地を持った皆さん方も一緒になってこの紀の川市を守っ

ていくべく努力すべきではないかなと、それを一番先に思うわけであります。 

 そんな中で、もう回あるごとに申し上げているんですが、個人的なといいますか、トヨ

タ自動車に勤められている愛知県や名古屋の発展しておりますけれども、私はトヨタに勤

めておったという社員でも、背広着てネクタイ締めて、机に向かって仕事しているんでは

なしに、ものづくりをしているわけですね。そんな中で、紀の川市にはものづくりの中小

企業の優良な企業がたくさんあるわけでありますし、また進出を求められている状況の中

で、企業誘致をやらないかんということで、北勢田の工業団地もつくり、完売できました

が、また次の企業誘致に向かって造成もしていく、そういう計画を立てながら地元の企業

に勤め、家から作業服でその企業に勤められる、そして土・日は先祖代々の農地を守って

いく。その守っていくためには、圃場整備もして効率的な農業ができる、そういうことが

まず大事ではないかなと。 
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 そんな中で、外からも、紀の川市はその企業もいいし、果物・野菜も豊富だということ

の中、また大阪にも近い、京奈和自動車も完成した、そんな地域づくり、そんな中で、ま

ずは安全・安心、先ほども申し上げましたが、安全・安心の強い紀の川市であるというこ

とをＰＲしながら、今後皆さん方と相談をさせていただきながら、これから先、まだまだ

減っていくであろう人口減少に向かって、それらの対策を今後進めていくことが大事では

ないかなと。 

 まだまだ守っていくことあるんですが、書いておりませんので、この程度にしておきま

すけれども、今後相談をさせていただいて、一緒になって紀の川市づくりを考えていけた

らと、そのように思っております。 

○議長（坂本康隆君） 以上で、川原一泰君の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

（休憩 午前１１時４９分） 

――――――――――――――― 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（坂本康隆君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、９番 中村まき君の一般質問を許可いたします。 

 ９番 中村まき君。 

 まず、市民の声を行政に反映させる取り組みについての質問を許可いたします。 

○９番（中村まき君）（質問席） 議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。 

 まず、市民の声を行政に反映させる取り組みについて質問します。 

 平成１８年から平成２９年までの間で、パブリックコメントは３７回実施されています。

しかし、意見の提出があったのは５８件です。この３７回の中には、パブリックコメント

を実施したにもかかわらず提出された意見は０件という内容のものも数多くあります。平

成２２年３月には、訓令ということで、「紀の川市市民意見募集パブリックコメント手続

要綱」が出されています。このような状況のパブリックコメントが、本当に市民の声を聞

くという働きをしているのかという点から質問します。 

 まず、パブリックコメントを行う目的は何ですか。お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 中村議員の御質問にお答えいたします。 

 紀の川市市民意見募集、パブリックコメント手続要綱は、平成２２年３月に制定してお

り、その目的を市民意見の募集、パブリックコメントの手続に関し必要な事項を定めるこ

とにより、計画の策定や事業の実施に当たって市民の皆様から意見を募集し、市の行う取

り組みに参画していただき、御意見を市政運営に反映していくことと定めております。 
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 以上が、目的となります。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） では、そのパブリックコメントを実施するということ

を市民への周知をする際の方法とその時期はどうなっていますか。 

○議長（坂本康隆君） 答弁を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） 方法につきましては、パブリックコメントを実施の

際、担当課から市の広報誌やホームページでその計画などの概要や意見をいただく方法な

どについて事前にお知らせする方法となります。 

 また、内容の閲覧につきましては、担当課や支所、またホームページにより行っていた

だき、意見を募集しております。おおむね２週間から１カ月程度の期間を設け、意見をい

ただく期間を定めております。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） そしたら、広報やホームページでパブリックコメント

を実施しますというお知らせをする時期というのは、パブリックコメントを行うどれくら

い前になりますか。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） それぞれ所管する部署において、パブリックコメン

トをいただく期間を全体のスケジュールの中でまず検討します。その中で、まず広報誌等

でパブリックコメントを実際に意見を受け付けする期間をいつからするかを定め、それに

応じて広報誌の発行日と調整して行います。よって、広報誌の発行が基本的には毎月１日

発行となりますので、それが皆さんの御家庭に届いてから受け付けをできるような状態に

する方法で実施しております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） そしたら、広報誌の発行に合わせてお知らせしている

時期が長いときと短いときとかあると思います。それでは、行政にとって民意というのは

どういう位置づけのものになりますか。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） パブリックコメントをいただく目的等につきまして

は、先ほど議員がおっしゃっていただいたとおり、紀の川市市民意見募集、パブリックコ

メント手続要綱に規定がございます。 

 なお、市としまして、市民の皆様の民意につきましては、それぞれの計画や事業を検

討・協議、もしくは決定する上で非常に大切なものと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 
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○９番（中村まき君）（質問席） 民意というのは非常に大事なものやという、今お話が

あったんですけれども、昨年、平成２９年度は、第２次長期総合計画基本構想や第２次地

域福祉計画、第７期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画、第２次健康増進計画、第２次

長期総合計画基本計画、第３次行財政改革大綱、第２次男女共同参画推進プラン、まち・

ひと・しごと創生総合戦略改訂判の８件のパブリックコメントが実施されています。 

 しかし、意見が寄せられたのは、第２次地域福祉計画に６件、第２次健康増進計画に１

１件、第２次長期総合計画に４件のみです。これでは、本当に民意を聞けたとは思えませ

んが、これについてはどう考えていますか。この状況で、パブリックコメントの本来の民

意を聞くという目的が有効に機能していると考えているのでしょうか。お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） 議員御指摘のとおり、実施回数といただいた御意見

の数から考えれば、パブリックコメントの制度につきましては、その制度や目的の周知・

啓発、または実施の際はその方法などについて今後は研究も必要と考えております。 

 なお、紀の川市が行う計画などの策定においては、市民の皆様に積極的に御参加してい

ただき、その御意見を反映していく方法の一つとしてはこのパブリックコメントも有効な

一つの手段であると考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） では、そのパブリックコメントを行い、寄せられた意

見はどうされてきましたか。全てが計画に反映されるとは思っていませんが、反映できる

分についてはどのようにして民意を酌み上げてきたのでしょうか。また、どう酌み上げた

分を、意見を寄せてくれた方にどう返していったのでしょうか。お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） パブリックコメントでいただいた御意見につきまし

ては、担当課または別途組織した審議会などで計画への反映などについて、協議・検討を

行っております。 

 なお、御意見具体的に生かせる場合、また御意見の趣旨を包括的な内容で生かせる場合、

もしくはまた具体的な事業を生み出すきっかけとなる場合など、さまざまなケースがあり

ます。それぞれの担当部署において十分に協議・検討を行い、計画等の策定に取り組んで

いるところでございます。 

 なお、現在のところ、御意見をいただいた方への回答の方法につきましては、市の考え

方が決定次第、市のホームページにおいて御意見に対する市の考え方を改めて公表させて

いただいております。 

 なお、公表後に御本人から説明を求められた場合におきましては、直接説明する機会も

設けさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 第２次長期総合計画には、「ともに参加しよう、市民

参画によるまちづくりを進めることにより、市民と行政が一体となった行政経営を行って

いことが重要である」と掲げられています。そうであるならば、時間的に余裕を持ったス

ケジュールで計画策定の分に取り組んで市民の意見を聞くことやワークショップのように

ふだんのような対話から意見が出やすいと考えるのであれば、職員さんが市民のもとへ出

向いていって声を聞くということも一つの方法ではないかと考えますが、パブリックコメ

ントが有効的に活用されていないこの状況を改善していくべきではないでしょうか。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） より身近な方法で御意見をお聞かせいただくという

観点から、現在各種計画等におきましてはその策定の機会に市民ニーズ把握するアンケー

ト調査、また計画などの作成初期段階におきましては、市民参加によるワークショップな

どを開催し、幅広い世代の皆様に御参加いただき、さまざまな声をいただく機会を設け、

市民の皆様の御意見募集に努めてございます。 

 なお、計画そのものの策定する期間がそれぞれの所管の部署において、１年もしくは２

年と、それぞれ検討する期間がさまざま違うことから、それぞれ市民の皆様の御意見をい

ただくその方法につきましては、それぞれの計画において必要な期間を定め、より効果的

な方法で実施する方法が一つ、もしくは二つと、あるいは先ほどから言っていただきまし

たとおり、パブリックコメント、もしくはアンケート調査、それからワークショップなど、

それぞれ組み合わせて実施するというふうに工夫して今後も取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） 終わりますか。 

〔中村議員「はい」という〕 

○議長（坂本康隆君） 以上で、項目第１を終わります。 

 次に、市民の健康を守る取り組みについての質問を許可いたします。 

 ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 次に、市民の健康を守る取り組みについて、質問しま

す。 

 ことし３月に、第２次紀の川市健康増進計画が策定されました。この中で、計画の理念

として、「食べて 動いて 笑って のばそう健康寿命」と設定されています。また、こ

の計画を踏まえて、横断的かつ総合的な健康づくり施策の推進を目指し、庁内関係課によ

る健康づくり推進庁内会議を組織し、健康づくりに関する情報や課題等の共有を図ります。

また、健康づくり推進庁内会議では、「健康づくりに関する施策、企業が効果的・効率的

に展開できるよう継続して検討・協議を進めます」とも書かれています。健康寿命を延ば

すという理念は、とてもよいことただと思っています。 
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 では、実際はどうなのかということで、今回質問させていただきます。 

 まず、この健康づくり推進庁内会議の立ち上げるきっかけとなった背景とはどのような

ことでしょうか。お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（登壇） ただいま御質問いただきましたことに対して御答弁

申し上げます。 

 「健康づくり推進庁内会議」とは、平成２４年７月２５日付で作成いたしました要綱に

基づき設置したもので、その背景には、平成２３年度に策定いたしました「紀の川市健康

増進計画」をより実効性のあるものとするため、市役所内の関係各課による「健康プロジ

ェクトチーム」の立ち上げが必要であると計画に盛り込んだことによるものでございます。 

 庁内会議の委員は、関係各課の所属長が推薦し、市長が任命するという形で選任されて

ございます。 

 その委員構成につきましては、「健康づくり」に関係のある事業を展開していると考え

られる市民部国保年金課、福祉部では社会福祉課、障害福祉課、こども課、高齢介護課、

農林商工部では農林振興課、教育部では教育総務課、生涯学習課、生涯スポーツ課、それ

に「長期総合計画」を所管いたします企画部企画経営課、そして事務局でございます市民

部健康推進課の計１１課から選任し活動しているという状況でございます。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 答弁いただいた健康増進計画を実効性のあるものとす

るためという説明がありました。この健康づくり推進庁内会議のホームページには、「庁

内会議は課の垣根を越えたさまざまなメンバーと市民の皆様で構成する健康づくりワーク

グループとが連携し、市の健康づくりに関する情報の発信や健康づくりのきっかけとなる

ような事業を行う」と書かれています。このような本来の目的を果たすために、「市民と

市役所の健康づくり関係課をつなぐ場」ということもホームページには書かれています。

この市民と市役所をつなぐ場という本来の機能が果たせているのでしょうか。その機能を

果たすために、この庁内会議ではどのようなことが話し合われているのでしょうか。お伺

いします。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） 会議では、「健康づくり」に関する事業の情報交換

及び連絡調整、健康づくりの実施、また推進に必要な調査研究及び評価などについて話し

合いを行ってございます。 

 また、市民と協働で進める具体的な事項につきましては、「健康増進計画」策定時にワ

ークショップに参加していただいた方々の中から希望者を募り、「市民健康ワーキンググ

ループ会議」を設置し、「健康づくり」に関する提案をしていただくこととしてございま

す。 
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 なお、庁内会議やワーキンググループ会議で話し合っていただいた事項のうち、市民の

「健康づくり」に関して重要な事項につきましては、別途要綱で定めました市長の諮問機

関でございます「紀の川市健康づくり推進協議会」に提案をいただき、審議・承認の後、

市長の決裁を仰ぐということになってございます。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） では、話し合われたことをもとにどのような取り組み

がこれまで行われてきたのでしょうか。そして、その取り組みにおいて関係課が本当に横

断的に取り組んでこられたのか、または取り組めるような体制となっているのかどうかを

お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） これまでの取り組みといたしましては、平成２６年

度から実施してございます「チャレンジ１００万歩」では、当時には、運動習慣者は１１．

７％と、１割程度であった市民を３割に上げることを目標とし、実効性が図れるように

「庁内会議」や「ワーキンググループ会議」で協議・検討をしていただき、その後、「健

康づくり推進協議会」に諮り、本市健康づくりの取り組みとして始めたもので、現在では

運動習慣者は２９．９％という結果が得られるようになり、目標でありました３割に近づ

いているという状況でございます。 

 今後とも、市民が効果的に健康づくりを実践、また推進できるよう各部各課から、御指

摘いただきましたが、横断的に、本「庁内会議」に提起いただいて、協議の上、さらに情

報交換、また連絡調整を継続していきたいということが重要であると考えているところで

ございます。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 今、答弁いただいたように、運動習慣がついてきた方

がふえてきているということなんですけども、私が一つ気になるのが、市役所の中でどん

どん話し合われてチャレンジ１００万歩に取り組むことを決めたかと思うんですけども、

肝心の市役所の中の職員さんたちはどのくらいの運動習慣者がいるのかということが私は

ちょっと気になります。 

 次に、国のほうでも、ヘルスケアポイントを活用した個人に対する予防・健康づくりの

推進として健康づくりへの取り組みをした健康保険加入者に対してポイントを付与するこ

とを進めています。健康無関心層の巻き込みも念頭に置いた健康づくりに参加するきっか

け、ゲーム性のあるプログラムも含めた本人の努力や成果を評価する健康づくりの継続支

援、自主的な取り組みを支援することや取り組みが習慣化した後の対応などの活用として、

ポイントを付与するということに対してあり方も提示されています。これについて、市は

どう考えますか。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） 国では、筑波大学などが中心となって、大阪府高石
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市など「スマートウエルネスシティ総合特区」に参加した自治体とともに、平成２６年１

２月から実施した「健幸ポイント」というインセンティブ、すなわち「健康の保持・増進

に向けた、やる気を起こさせるような刺激や動機づけ」が、健康づくりに実際どう寄与す

るのかをテーマに掲げた大規模な実証実験が実施され、その結果、健康情報を積極的に入

手しようとしない無関心層には、「健幸ポイント」の付与は、「健康づくり」の動機づけ

につながるという結果を有効であるとしてございます。 

 紀の川市においては、国が当該検証結果をもとに、「無関心層に有効」と判断した「健

康ポイント」付与によるインセンティブは、これまで健康に無関心であった部類の方々は

もちろんのこと、単に未受検であったという方への健康意識向上に向けた動機づけに、一

定の効果があるのではないかと改めて考えさせられている状況でございます。 

 その一つの理由といたしまして、現在、集団検診の費用は全て市が負担し、個別検診に

おいてでも、胃がん検診の際に受診者に２，０００円を御負担いただくほかは全て市が負

担し、検診受診者の負担軽減に努めているところでございます。 

 また、検診申込書を全世帯に郵送し、申し込みがあった方には、お一人お一人の受診票

を検診１カ月前には送付するなどしてございます。 

 このような事務の実施方法も、受診者を配慮したインセンティブ効果を見込んだ取り組

みの一つでであると考えてまいりました。 

 しかしながら、残念なことに、みずからの意思で申し込まれた方のうち、受診票が送付

されても受診票を紛失、あるい放置された状態で、結果として受診しなかったという方の

割合が、集団検診では約３割、個別検診では約５割に上っているという現状がございます。 

 ちなみに、平成２９年度実施の「健康アンケート」の中では、「検診を受けない理由」

で一番多かった回答は、「何となく受けていない」が３４．２％という結果でございまし

た。 

 以上の事象から見ても、本市においても、無関心層への対策として「健康ポイント」の

付与などインセンティブの取り組みが必要とされる状況にあると考えているところでござ

います。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 検診の受診率も思うように伸びないというところで、

私は、以前健康寿命を延ばすための取り組みとして、健康ポイント、ヘルスケアポイント

を導入してはどうですかと一般質問で提案させていただきました。 

 そのとき、市長は、「検討、勉強していい面については導入していけたらと思っている。

今後の課題として理解していただきたい」との答弁でした。そこで、その後、どのように

勉強や検討されたのか、伺います。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） 中村議員から、平成２７年第３回定例会におきまし

て質問いただきました「健康ポイントの導入について」でございますが、庁内会議におい
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て、事務局提案をした経緯が確かにございますが、財源確保という課題もございまして、

その後の取りまとめにつきましては、思うような進めはできておりません。 

 ただし、国は「健康ポイント」の有効性については認めても、財源の支援はいまだ明確

にせず、医療保険者や企業、各自治体の裁量に任せている現状にあると聞いてございます。 

 今後は、財源確保の課題も含めて、改めて御指摘の「健康づくり推進庁内会議」や「市

民健康ワーキンググループ会議」等で協議・検討し、「健康づくり推進協議会」でさらに

審議いただき、取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 今も答弁いただいたように、以前提案させていただい

たときは、財源確保という課題もあると答弁がありました。では、今後は無関心層への取

り組みも含めて具体的にどのような取り組みにつながっていくのでしょうか。お伺いしま

す。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） 当市では、このたび、新たに策定いたしました「第

２次健康増進計画」で、先ほども議員から御指摘ございましたが、「食べて 動いて 笑

って のばそう健康寿命」を合い言葉に、「紀の川市民健康づくり１１カ条」の関心度を

高め、健康行動につながる啓発を市全体での取り組みとすることを改めて確認してござい

ます。 

 特に、無関心層の方が継続的に取り組みを続けるためには、比較的短時間で効果を実感

してもらえる魅力的なインセンティブ、すなわち動機づけを設定し、対象とする集団全体

に働きかける方法で広めていければと考えているところでございます。 

 さきにも申し上げましたが、「健康ポイント」に関するエビデンス、いわゆる科学的根

拠でございますが、これが示されているということでございますので、「健康ポイント」

の導入も含めてまして、無関心層の方々への働きかけを改めて検討していく必要があると

認識しているところでございます。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 無関心層へ働きかけて改めて検討していくということ

なんですけども、最近では、健康づくりのためのアプリというのもふえていて、例えば、

スマートフォンの歩数計機能と連動した「あるくと」というアプリでは、Ｔポイントと連

携していまして、１日の目標歩数が設定されていたり、いろいろな条件をクリアしていく

といろいろな商品と交換できたり、Ｔポイントに交換できるというゲーム感覚で取り組め

るアプリがあります。 

 これは、団体機能もついていることから、既に神奈川県のヘルスケア事業や東京の墨田

区や杉並区の健康推進事業にも同様の健康づくりアプリが採用されています。健康づくり

に対して無関心層にも効果のある取り組みだと思いますが、特に今の若い人にはこういう

アプリも使いやすいんではないかと思うんですけども、似たようなアプリの導入などはこ
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れまで検討されてきたのでしょうか。お伺いします。 

○議長（坂本康隆君） 市民部長 尾上之生君。 

○市民部長（尾上之生君）（自席） ただいま御提案いただきましたスマホアプリを活用

したインセンティブの取り組みにつきましては、無関心層への取り組みには、年齢階層に

合致した手法も検討していく必要があろうかと考えられます。そうした観点から、スマホ

の普及に比例して、今やアプリの活用は時代に則した有効なツールとして十分に考慮し、

今後の取り組み事例として、協議・検討の場に諮ってまいりたいと、そのように考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 前回、３年前にこの健康ポイントを提案させていただ

いたときの市長の答弁でも、市民の健康のためにはあらゆる取り組みが大事ではないかと

思っていると言われています。このインセンティブをつけるというやり方は、健康寿命を

延ばすための一つの方法だと考えています。 

 今後、インセンティブの付与について、市長はどう考えていますか。 

○議長（坂本康隆君） 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（自席） 中村議員の私に対する質問でありますが、「健康ポイン

ト」についての質問を前々の議会で質問をしたということについてでございますが、「ご

く身近な高石市で取り組んでいるということから、勉強させていただいて、いい面につい

て導入していけたらと思っている」とお答えをしたかと思います。 

 財源等の問題もあり、担当では、以前、課題のままとなっているということであります。

が、ただ今、担当部長から答弁申し上げましたが、国が認める実証では、「健康ポイン

ト」を付与する事業を行うと、健康づくりに無関心であった人のうち７割の方が参加した

というところであります。財源のこともありますが、知恵を出して、これまで健康に無関

心な方も健康づくりができる「きっかけ」となるような取り組みができるように頑張って

もらえたらなと、そう考えているところであります。 

○議長（坂本康隆君） ９番 中村まき君。 

○９番（中村まき君）（質問席） 一番最初にも言ったように、第２次健康増進計画では

横断的にも取り組んでいくと、健康づくりに関する施策や事業が効果的・効率的に展開で

きるよう検討して協議進めるとあります。本当に、この健康づくりというテーマが横断的

に情報や課題が関係課に共有され、検討や共有が進められているのかというところに疑問

を持ちました。 

 健康づくりだから市民部、健康推進課だけの課題となってはいないでしょうか。もしそ

うであるならば、まず市役所の中から意識を変えていく必要があるのではないでしょうか。

これについて、市長はどのように考えていますか。 

○議長（坂本康隆君） 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（自席） 今、庁内の意識をいかにつなげていくかという御質問で
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ございますが、市民の意識調査によれば、健康づくりへの取り組みについては、６０歳以

上の皆さん方が非常に意識が高く、世代が若くなるほど意識が低いということであります。 

 若い世代の「健康づくり」は、重要な取り組みであります。こうした紀の川市の課題を

踏まえ、「健康づくり１１カ条」の啓発や、「中学生のがん教育」、またピンクリボンキ

ャンペーン推進本部による「乳がん啓発」など、市民の皆さんと連携して取り組んでいく

必要があります。 

 「健康づくりの満足度は、高い」という結果が出ておりますが、まだまだ十分とは言え

ないと思います。 

 健康推進課はもとより、「市役所全体に健康づくり」が展開できるよう、また地域の各

団体や関係機関、企業や事業所など連携しながら、市民の健康づくりに今後とも取り組ん

でいきたいと改めて考えております。御理解をいただきたいと思います。 

〔中村議員「終わります」という〕 

○議長（坂本康隆君） 以上で、中村まき君の一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、１１番 阪中 晃君の一般質問を許可いたします。 

 １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） それでは、議長のお許しが出ましたので、一問一答

方式で、小中学生の体力、学力の向上と地域力の向上についてということで御質問をさせ

ていただきます。 

 昨今、今以上にグルーバルな時代になると、新聞でも書かれております。紀の川市の子

どもたちは、何をおいても頑張れる子どもになってほしい、そういう考えのもとで御質問

をさせていただきます。 

 質問させていただく前に、昨日、私一般質問をするんでということで、若い保護者の方

と話ししました。お隣のまちでは、クーラーも一個もないというふうな状態の中ですけれ

ども、紀の川市は１００％のクーラーありの部屋で勉強できること、本当に一般質問で言

ってくださいと、こんなに教育に熱心なまちはそうないっていうふうなことを必ず言って

くださいということでございますので、言わせといてもらいます。 

 それでは、項目１として、小中学生の体力についてということで、ことし貴志川中学校

の入学式で、数人が気分が悪くなったとのことで聞いております。小学校の子どもたちの

体力強化が必要ではないのかということについてお尋ねをしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（登壇） それでは、私のほうから、ただいまの御質問につい

て答弁をさせていただきます。 

 貴志川中学校の入学式の件ですが、新１年生の女子が式中に二度しゃがみ、また新１年
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生男子が一度しゃがんだということがありました。入学式という場だったので緊張したの

かもしれないし、そのとき少し体調を崩していたのかもしれませんが、両名とも翌日から

元気に登校しております。 

 それで、紀の川市の児童・生徒の体力についてですが、体力テストの結果を見ますと、

ここで細かい数値までは申し上げられませんが、全国平均よりも高い数値を示しており、

今後もこれにおごらず、引き続き体力の向上に努めてまいりたいと考えています。 

 体力は、一朝一夕につくものではない中で、小学校では朝の時間や休憩時間を使い、年

間を通じて継続的な運動を行っており、中学校でも一人一人が自分の能力に応じた「めあ

て」に沿って運動に取り組めるよう授業改善を行っている成果があらわれていると思って

おります。このように、各校での継続的な取り組みを今後も推進していきたいと考えます

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 実は、岩出市のある中学校ですけれども、入学式で

１０人ほどが体調崩したと聞いております。会派でいろいろ話ししたところ、今、教育長

はお二人と言われましたけれども、４～５人だったんじゃないかというふうな声も聞きま

したんで、あえて質問をさせてもらったんですけれども、体力的には総体的には上がって

いるんかもわかりませんけれども、やはり個人個人を見た場合には、家でゲームばっかり

しているとかいろんなことがあるだろうと思うんです。そういうふうなことのきめ細かさ

というのが、やはり教育行政では必要じゃないのかなということで、今回質問させてもら

っているわけです。 

 昔のことを言えば、昔だからと言うんかもわかりませんけれども、僕の同級生は麻生津

中学校で朝どんどん生徒を走らせるというふうなことをしておりました。多分、ほかの

小・中学校においても、朝、まあ夏場は控えるかもわかりませんけれども、どんどん走っ

て体力をつけんたじゃないかなと。そういうふうなことがあれば、こういうふうに気分が

悪い、そらゼロとは言いませんけれども、やはり気分が悪い子というのは、こんなにふえ

ることはない。 

 だから、今、何かがあるからこういうふうに体がちょっと異変がきたら座ってしまうと

かいうふうな精神的に弱いんかどうかわかりませんけれども、そういう子がふえる、芽が

出ているじゃないかなと思うんですけれども、そういうことについてどうでしょうか。教

育長、お願いします。 

○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） 阪中議員の質問にお答えいたします。 

 体力づくりの重要性については、十分に認識しているつもりでございます。各学校には、

体力アップのプランの提出を義務づけております。その内容は、これまでの取り組みの成

果と課題、具体的目標、今年度の具体的取り組みでございます。 

 紀の川市の子どもたちは、部長の答弁にもありましたように、全国平均よりも高い数値
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を示しております。このように、各学校が子どもたちの状況に応じて体力向上に向けて主

体的に取り組みを進めております。 

 朝の時間の取り組みについては、マラソンをしたり、チャレンジランキングに取り組ん

だり、縄跳びをしたり、今でもどの学校においても取り組んでいます。ただ、体力づくり

だけでは、今１週間取り組めない状況に学校もあります。読書活動の取り組み、基礎学力

の取り組み等々学校に今、求められていることがたくさんございます。そこを学校として

子どもたちの状況に応じて今、取り組んでいるところでございます。御理解、お願いしま

す。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 御説明をいただきました。私は、私らの時代と違っ

て、先生方もやはり自分の時間といいましょうか、勤務時間外というのを嫌がる可能性が

あると私は思います。だけど、先生だから昔の先生は朝早よから来て遊んでくれたり、晩

遅までしてくれたんだなというふうな考えも僕は持っているんですけれども、やはりもう

少しきめ細かい情報なりを、私は貴志川中学校で、もしお二人さんがそうなったんだった

ら、どこの小学校の生徒かなというのをある程度わかれば、すぐ学校長に連絡したりして、

小学校の学校長は、それを踏まえてやっぱりきめ細かい体制をとっていこうというふうな

ことを先生方の集まりの中で話し合いながらしていくということを僕は要望して、この質

問、次行かせていただきます。 

 済みません。次行く前に、私もこの質問すると同時に、ちょっと２～３調べさせてもら

いました。竜門小学校は、毎年龍門山に４年、５年、６年で登っているということでござ

います。そういうふうな登ろうというふうに決めて、「ことし初めてですか」と聞いたん

ですけれども、「いや、もうずっと登ってます」というふうなことです。 

 何日に登るでっていうことがわかっていれば、子どもたちでも１カ月前から走ったり、

山へ登るから体力つけやなあかんていうふうなことで、やっぱり自分なりに体力つけよう

と努力するというふうなことが私は自然的に家庭でも話し合うし、子どもたちも自分たち

で努力するということが生まれてくると思うんですよ。だから、そういうふうなことをあ

っちこっちの学校もしていただきたいなと。 

 これは、要望は一般質問でだめかもわかりませんけれども、そういうふうな方向に動い

ていただくということも必要じゃないかなと思っていますんで、よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、４月に行われました全国学力テストの結果、お願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） それでは、私のほうから、４月に行われた全国学力

テストの結果について答弁をさせていただきます。 

 全国学力テストの結果についてですが、御承知のことと思いますが、文部科学省の通達



平成３０年第３回紀の川市議会定例会会議録（第２号） 平成３０年９月６日 

 

－77－ 

の中で、「平均正答数や平均正答率等の数値について、一覧での公表やそれらの数値によ

り順位を付した公表等は行わないこと」とありますので、御了承のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、結果を答弁をさせていただきます。各教科における正答率の全国平均との差

を申し上げます。 

 小学校、国語Ａプラス１．３ポイント、国語Ｂプラス１．３ポイント、算数Ａマイナス

０．５ポイント、算数Ｂプラス０．５ポイント、理科プラス０．７ポイント、それから中

学生ですが、国語Ａマイナス１．１ポイント、国語Ｂマイナス３．２ポイント、数学Ａマ

イナス０．１ポイント、数学Ｂマイナス３．９ポイント、理科マイナス２．１ポイント、

以上でございます。 

 総評としまして、小学校、中学校ともに、基礎的な学力が定着してきていると考えてお

ります。これは、授業において「和歌山の授業づくり基礎・基本３カ条」の徹底を図り、

知識の定着が図れるような取り組みが進んでいる結果であると考えております。 

 また、小学校では、Ｂ問題が初めて全国平均を上回ったことも、今、申し上げたような

授業改善への取り組みの結果があらわれてきていると考えております。 

 一方、小中学校ともに「資料を活用すること」、「自分の考えをうまく伝えるように発

表すること」、「状況に応じて書くこと」に課題がありました。今後は、さまざまな方法

を組み合わせて資料を読み解いたり、文章読解力を高めたりするための授業改善をさらに

進めるべく指導をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 私だったら、中学校は全部平均点以下、うちの息子

とすれば、やはり「もうちょっと何とか頑張れよ、おまえ」って、こういう単語が出てる

のは普通の家で当たり前だと思うんです。 

 県の方向性、決定を図って進んでいるというふうなことですけれども、やはりもう少し

上げる方向に持っていってほしいというのが、この紀の川市の保護者の考えでございます。

私の記憶では、数学いろんなことで新聞に載りましたけれども、県の平均点はこれより上

回っているものもたくさんあったんじゃないかなと、こういうふうに記憶しております。 

 文書の読解力を高める、どうこうどうこう、図書館を利用しながら読解力を高めていっ

たりもするという体験を通して上がっていくんだと思うんですけれども、小学校では、私

の息子の話をしますと、安楽川小学校では、漢字検定をしているわけですよ。もう、あれ

は４年生ぐらいからすると思うんですけれども、４年、５年、６年、今１年、２年ですが、

もう５年前から漢字検定をしている。こういうふうなのは、誰かがどっかの小学校がやり

始めたんだと思うんですけれども、やはりいいなという成果が出れば、全部の小学校にこ

ういうふうなことをしてくれよというふうなことを強く指示するのが教育長、学力アップ

につながるんじゃないでしょうかね。どうでしょうか、教育長。 
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○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） 阪中先生が、今、漢字検定というふうにおっしゃいま

した。紀の川市においても、漢字検定を行っているところがたくさんございます。ただ、

まだしていないところもありますが、漢字学習については、漢字検定が全てではないなと

いうふうに考えてございます。もちろん、漢字検定を取り組んでいる学校は学校で大変す

ばらしいなと思っておりますが、漢字検定を取り入れていない学校についても、漢字学習

に、またその漢字検定以外のことで取り組んでおります。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） １６校の小学校の中で１４校が取り組んで、２校が

漢字検定を受けてないって。私は素人ですけれども、漢字検定をしたらいいどうこう、し

ているからいい、していないから悪いというんじゃなくて、成果が出ているんだったら、

みんなの１４校がしているわけですよ、成果か出ているから。この２校がどういうふうな

漢字の習熟においてしっかとり取り組んでいるというふうな、どういうふうなことをやっ

ているんですかね。 

○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） 漢字検定をしていない学校については、朝の時間に漢

字学習に取り入れたり、各学校でつくった漢字テストをそこでしたり、県教育委員会がつ

くっている漢字テストについても取り入れてやってございます。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） これをしているからいいとか、漢字検定があるから

いいというふうなことの中で、私とこの子どもを例に挙げて申しわけないですけれども、

この漢字テスト、漢字検定、年３回ほどあったと思うんですけれども、このときばっかり

は、やはり頑張りたいというか、検定の成績がよくなりたいというんですか、必死になっ

てやるわけですよ。嫁も協力して、漢字というから漢字というふうに書くんですけれども、

やはり競争心のないところにはどういうふうな朝の漢字の学習しているんかわかりません

けれども、競争があるから熱心になるっていうふうなことも私は多々あると思うんですけ

ども、その中で、後々のことにも響きますけれども、やはりテストがあるっていうのと、

毎朝漢字を学習しているというんでは、教育長、意味が違うんではないかなと。 

 私は、もうここで質問は切りますけれども、やはりほかの学校で成果が出ていれば、そ

ういうふうなことをしている学校でも、こういう成果が上がっているから、１６校中１４

校しているんですさかいに、これを入れたらどうですかというふうなことを指導すべきじ

ゃないのかなと思いますけれども、よろしくお願いしときます。 

 続きまして、ことしの夏ですけれども、「阪中さん、宿題が少ない。夏休みも宿題もほ

んまに少ない、こんなんで阪中さん、ええんかな」という質問を受けました。私どもも、
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またうちの息子を出しますけれども、うちの息子もサッカーばっかりしに行ったりして、

全く勉強は少なかったんですけれども、やはり夫婦でも大分話ししましたけれども、小学

校レベルでは自分で勉強するとか、自分でこの課題について勉強するという力というんで

すか方法は、相当レベルの高い子でないとないんですよ。うちの息子らでもそうですけれ

ども、やはり習慣をつけさせるということが一番親としてはありがたいし、それが結局に

おいて子どもたちの身につくと私は考えるんです。 

 平生の宿題のことと、夏休みの宿題も少ないと、そういうふうなことでございますんで、

その点、どういうふうにされて、どういうふうになっているんかお知らせください。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） ただいま阪中議員から宿題が少ないんではないかと

いう御質問ですけども、宿題については各担任が授業の進捗度や学習状況に応じて決めて

おり、また各学校においては市教育委員会から提唱した「家学（いえがく）のすすめ」を

もとに「家庭学習の手引き」を作成しています。学校だけでは定着しにくい学習規律を家

庭においても協力を求めているところでございます。 

 その一環として、宿題以外に自主学習の課題を出しており、子どもたちは自分の興味・

関心の高い問題や予習・復習などに取り組んでいるところでございます。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 私は、勉強できる子はどうかわかりませんけれども、

僕らの時代は朝６時半ごろから公民館のところへ集まってラジオ体操をしたもんです。６

年生の人が、判こついてくれて出席して、そういうふうな生活態度というんで生活習慣を

身につけながら、それでプールに行き、そして宿題をしたもんでございます。 

 そんな中で、今、聞きましたけれども、担任が授業の進捗状況や学習状況について決め

ているというふうなこと、これはそうだろうと思うんですけれども、私は聞いた話では、

ある先生がいわく、「私は宿題出すん嫌なんでね」、こういうふうなことを言う先生もあ

ったり、いろいろなわけですよ。私は小学校においてでも、宿題はたくさん出して、必死

になって泣くとこまでいかす、泣くところまでやったらいかんのですけれども、とりあえ

ずある程度量を出すと、そしてここからもうちょっと出すけれども、これはしてもいいよ、

しなくてもいいよという分野もつくりながら出す。頑張ってトライする子は、そこまでト

ライしたらええというふうなことの中で、僕は小学校単位、そして教育委員会単位という

か、この紀の川市単位で、やはり今回ぐらいは出してほしいよというふうな目安というも

のをちゃんと出しながら進んでいくべきじゃないのかな。 

 そして、宿題以外に自主学習の課題を出しており、子どもたちは自分の興味・関心の高

い問題や予習・復習などに取り組んでいます。これは、本当にクラスで一人か二人の子ど

もに対してのことですよ。ほとんどが宿題なかったらせえへんというふうなことなんです。 

 先ほど私言いましたけれども、頑張れる子どもになっていただきたいから、たくさん出

して、やはりするということが習慣になる、私はそう思うんですけれども、教育長、どん



平成３０年第３回紀の川市議会定例会会議録（第２号） 平成３０年９月６日 

 

－80－ 

なもんですかね。 

○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） 私も子どもを二人育ててまいりました。子どもには、

勉強せえせえって言うと、なかなかやりません。それよりも、子どもと一緒に本を読んだ

り、一緒に子どもが勉強してるときにその横でいたり、子どもが勉強できる環境をつくる

というのが、僕必要ではないかなと。そして、子どもが勉強したときに、しっかり褒めて

やる、子どもを認めてやる、子どもに感謝してやるということが、僕は大事かなというふ

うに思っています。 

 今、部長が答弁したように、教育委員会としても家学のすすめや家庭学習の手引きを作

成しております。これをしっかり教育委員会としては進めていきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 私も教師ではありませんので、この辺でとめとかな

いと、あれ自分の子どもを対象にしてしまうんで、この辺でとめさせていただきます。私

の質問したことも、若干は頭へ入れてもらって、よろしくお願いいたします。 

 私ごとですけれども、２年ほど前に夫婦で乗鞍と木曽駒ヶ岳へ登ってまいりました。そ

こで、木曽駒ヶ岳を登っておりますと、中学校２年生が１５０人ほど登っているわけです

よ。大分ガスがたまっておって寒かったんですけれども、一生懸命登っておりました。

「おう、榎本頑張れよ」と、こういうふうな声をかけながら、「おう阪中頑張ってるか」

というような声をかけながら１５０人が登っていくわけです。途中で休憩したり、そして

また登ったり、僕らは５人ぐらいで行きましたんですっと抜いていったんですけれども。 

 その中で、私は保護者の方か先生かわからなかったんですけど、どういう、何年生です

か、そしてどういうふうな先生ですかとかいう話をしたところ、長野の中学校２年生でし

た。１５０人。そして、私たちは、私は教師じゃないです。そして、保護者のボランティ

アの方とか、保護者の方とか、山登りに精通した方々でこの子どもたちをちゃんと山小屋

に届けて、そしてまた一緒になって帰ってくるというふうなことをやっております。「わ

あ、もう何年もしているんですか」と言うたら、「もう何年も続いています」、「すばら

しいことですね」、そんな話をしてきました。 

 伝統というものが、その学校にはあるみたいです。その山登りだけしか私は話ししなか

ったんですけれども、その山登りに関して、やはり先ほど竜門小学校ではないですけれど

も、山へ登るというふうになったら、体育会の子以外の子どもさんもみんな山へ登れるよ

うに自分の体力をつける方法に動くわけですよね。そして、山にみんなで登ろうと。今僕、

榎本と言いましたけれども、みんな声かけ合いっこをやっているんですよね。この体験を

通して、次の９月になればみんな仲間意識が物すごくできる、そういうふうなことの中で、

いろんなプラスのことができるんですよというふうなことを付き添いの先生が言っておら



平成３０年第３回紀の川市議会定例会会議録（第２号） 平成３０年９月６日 

 

－81－ 

れました。わあ、すごい伝統だな、私はただ山に登るだけ、ですけれども、先生方、先生

方では守り切れないから保護者の方にも声かける、そして山登りに精通された方にも声を

かけて、大勢の人間でこの子らを守りながら上へ上がる。 

 多分、竜門小学校も４年生あり、５年生あり、６年生ありですさかいに、人数は少ない

ですけれども、地域の山登りの精通した人とかいろんな人に助けてもらうということをし

て山へ登っているんだと思うんですよ。ぽっと初めてするというのは物すごい力が要りま

す。校長先生も必死になろうと思います。だから、こういう人たちはずっと毎年している

から、ある程度「お願いします」と一言声かければ、ぱっと応援部隊ができるんだろうと

思うんですけれども、こういう仲間意識をつくる、連帯をつくる、伝統をつくる、こうい

うふうなことも私は成績のプラスになる一つじゃないかなと、周り回ってですけれども、

そういうふうに思うんですよ。 

 だから、こういうことに関してはどうでしょうかね。もう、この紀の川市のほとんどの

小学校、中学校は龍門山が見えますし、いろんなことができるんじゃないかなと思うんで

すけれど、どんなもんですかね、私の考えは。その中学校がうらやまし過ぎて、私、質問

するんですけれども。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） 議員は、竜門小学校が伝統あるいい取り組みをして

いる、これをほかの学校にも情報提供して広められればいいんではないかということをお

っしゃりたいのかなと、今、思いました。 

 一つの好事例として、私も小学生のとき、鳩羽山に学校行事として登った記憶があるん

ですけども、そういった行事も地域の力をおかりしながら取り組むこともいい活動かなと

思いますんで、検討してまいりたいと思いますんでよろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） 阪中 晃君。 

 阪中君に申し上げます。質問は簡潔にお願いいたします。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） はい。私も小学校のときに龍門山に登りました。 

 以上です。 

 では、続きまして、中学校では従来の授業とＴＴの授業をされている学校があると聞き

及んでおります。特に、中学校３年生では、私は習熟度別授業を取り入れ、これは算数な

り英語を取り入れ、学力の向上を目指してはどうかということで提案させてもらいます。

質問させてもらいます。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） ＴＴ等実施している中で、習熟度別授業の取り入れ

についてどうかという御質問かと思います。 

 習熟度別授業は、子どもの発達段階を捉えて実施は難しいと考えています。確かにメリ

ットもあると思いますが、やはり総合的に考えて、学力のみで子どもたちを区別すること

は、教育的な配慮に欠けると考えます。 
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 学級内にはさまざまな子どもがおり、学力に秀でた子、体力に秀でた子、思いやりの心

にあふれた子などです。いろいろな子どもと触れ合いながら、子どもたちは社会性を身に

つけていく中で、確かに議員がおっしゃる学力はとても大切なものと認識していますので、

各学校においてはＴＴ授業や少人数学習を取り入れるなど、どの子にもわかる授業づくり

を進めています。また、放課後の補充学習などでも個別指導を行っていますので、現時点

では学力向上のための習熟度別授業の導入を指導するということは考えておりませんので、

御理解をお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 私は、６月３日に紀の川市の「少年メッセージ２０

１８」ということに参加させていただき聞かせていただきました。那賀中学校の多分３年

生の女性だと思うんですけれども、「私は英語を通じて日本と海外との接点の仕事をした

い」ということを明確に彼女は言って、これからの自分の進路を決めておりました。 

 それとか、中学校３年ということで、私は話を絞らさせていただいておりますけれども、

もうあと１年すれば、――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――みんな分かれていく

わけです。 

 それともう一つ、言いましたけれども、数学だけとか、英語だけでは、教育部長が言わ

れたように、いろんなことの中の数学だけ、英語だけというふうなことですさかいに、教

育部長が全部の中のことを言われたように思うんです。 

 また話は変わりますけれども、野球のチームとかいろんなチームにおいては、自分の位

置をわかって３年生でもレギュラーで出られない、そういう子どもも自分の位置をちゃん

とわかっていると思います。数学でも、僕が聞いた話ですけれども、中学校３年生で九九

もスムーズに言えない子どもがある。そういう子どもさんたちとどんどんどんどんやって

いる子どもたちと同じところで、たとえＴＴをやっていますと言っても、一生懸命やって

いる周りを一人の先生がうろちょろうろちょろして聞いているだけなんですよ。 

 だから、そういうふうなＴＴよりも習熟度授業を入れて、自分の位置をわかって、そし

て高校受験をすると、それのほうが子どもさんたちにはもっといいんじゃないですか。習

熟度授業入れることによって、わからない、わかりにくい子どもたちは十分わかってもら

うように持っていき、十分理解できる子はもっと理解できるように持っていく方法は何ぼ

だってあると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（坂本康隆君） 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） 先ほども申し上げましたが、確かに習熟度別に分け

て行うことにメリットもあると思いますけども、発達段階の子どもと先ほども言いました

けども、学力のみで区別するというのはやはりマイナス面がプラスよりも大きく働くので

はないかと考えますので、先ほどの答弁の考え方となりますので、御理解いただきたいと

思います。 



平成３０年第３回紀の川市議会定例会会議録（第２号） 平成３０年９月６日 

 

－83－ 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） 全部の授業を今言われているけれども、そうじゃな

くて、英語やったら英語だけ、数学やったら数学だけの話をしてるんですよ、私は。 

 やはり、平昌オリンピックで金メダルとった小平奈緒は、高め合う仲間があってこそ、

私はここへなれたと言うんですよ。だから、やはりそういうふうなことをしていくクッシ

ョン的なことを、高校へ上がる前の１年間クッション的なことを入れていくべきだと思う

んですよ、この紀の川市学力を上げるために。いつの日か、そうなると私は思いますけれ

ども、それを和歌山県下の学校、県立学校の中の一つしか私まだ調べていないんですけど、

やっているんですよ。だから、それを教育長、全部の５校の中学校でするとかじゃなくて、

一つの学校で試験的にして、成果がよければみんなもしたら私はいいと思うんですよ、ど

うですか。 

○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） 今、阪中議員が全ての教科でと、しなくてもというこ

とで言われましたが、これについては県のほうの人事の配当でできません。 

 今、紀の川市においては少人数授業と、ティーム・ティーチングの授業を行っておりま

す。ティーム・ティーチングの授業については、今おっしゃったように一人がうろうろし

てというんではなくて、子どもがつまずいているなという子どものところへ行って、個別

に指導を行っています。また、ちょっとわかりにくい子がいてるなということがあれば、

後ろへ集めてその子たちの指導も行っています。少人数に分けて、これも教科の特性もあ

りますので、分けて行っている授業もあります。クラスを二つに分けているという授業も

ございます。 

 そこでは、子どもたちを一人一人をしっかり見られるという利点もあるし、今も言うた

ように、個別に対応もできるというようなことで、議員がおっしゃる習熟度別のデメリッ

トを考えると、今やっているのが一番ベストではないかなというふうに思っております。 

 部長が答弁したとおり、学力に特化し、区別した形での授業形態を教育委員会として指

導することは考えておりません。 

 ただ、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、知・徳・体、確か

な学力、豊かな心、健やかな体を目指して、もちろん、学力も含めた中で「生きる力」を

育んでいきたいと考えておりますので、御理解のほどどうかよろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） １１番 阪中 晃君。 

○１１番（阪中 晃君）（質問席） ―――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 教育長 貴志康弘君。 

○教育長（貴志康弘君）（自席） ――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――― 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 以上で、阪中 晃君の一般質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（休憩 午後 ２時２２分） 

――――――――――――――― 

（再開 午後 ２時３４分） 

○議長（坂本康隆君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、２１番 室谷伊則君の一般質問を許可いたします。 

 ２１番 室谷伊則君。 

 まず、高齢者の見守り事業と地域コミュニティの創出についての質問を許可いたします。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） ただいま議長の発言の許可が出ましたので、通告順

に従い、一問一答方式で質問を行います。 

 まず、はじめに、高齢者の見守り事業と地域コミュニティの創設について質問をいたし

ます。 

 現在、少子高齢化は急速に進み、高齢者の方だけでお住まいの方も多くおられます。そ
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こで、現在、本市で実施している高齢者見守り事業でよいのか、また高齢者の見守り事業

の現状と新たな取り組みの方向性の観点から、次の３点についてお伺いいたします。 

 まず、一つ目に、本市の高齢者見守り事業のお弁当宅配事業について。 

 二つ目に、今後の高齢者見守り事業の見通しについて。 

 そして、３点目として、コミュニティの場の創出について、順次質問したいと思います。 

 まず、１点目の本市の高齢者見守り事業におけるお弁当宅配事業者についてお伺いいた

します。 

 本市の高齢者見守り事業実施要綱の第２条では、一つに、見守りとは、挨拶または会話

をすることに相手の生活の態度、心身の状況、その他の実情を把握することをいう。 

 ２点目に、安否確認とは、無事であるかどうかについて直接に確認すること及び何らか

の異常を発見したとき、その他の緊急の場合において必要な連絡、通報等の対応をいう。 

 三つ目として、見守り事業として、事業対象者の居宅を一月に１回以上週３回以内訪問

することにより、見守り及び安否確認を行うとともに、他の事業による支援の必要性を把

握するものとするとなっていますが、本市が委託しているお弁当宅配事業者等による高齢

者見守り事業は、本市の実施要綱に沿った取り組みが遂行されているのか。 

 まず、この点について御答弁をいただきたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 室谷議員の御質問にお答えします。 

 本市の高齢者見守り事業につきましては、現在、民間のお弁当宅配業者２社と社会福祉

協議会に委託して、６５歳以上の単身高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯を

対象に、１カ月に１回以上週３回を限度として対象者の居宅を訪問し、見守りまたは安否

確認をすることで、高齢者の孤独感の解消及び安心感の提供並びに孤独死の防止を図るこ

とを目的に実施しているところでございます。 

 見守りの実施方法といたしましては、利用者が申請時にお弁当の配達を希望する場合は

お弁当宅配業者を選択し、見守りだけの希望であれば社会福祉協議会を選択することにな

ります。 

 利用者から申し込みのあった事業者は、申請時に指定した曜日に利用者宅を訪問し、声

かけ等をすることで対象者の状況把握を行い、緊急な対応を要する場合は直接、消防や警

察に通報し、申請時に登録している緊急連絡先へ連絡するとともに、市役所へ連絡するこ

ととなっております。緊急時以外でも、異変を感じたときは市役所へ連絡を入れることと

なっています。 

 また、訪問時に対象者に会えなかった、安否を確認できなかった場合は、登録している

緊急連絡先へ連絡し、そこで所在確認ができない、そういった場合には市役所へ連絡が入

り、市役所で確認、対応をとることとしております。 

 お弁当については、利用者とお弁当宅配業者との契約で、直接代金を支払ってもらうこ
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とになっております。見守りの委託料については、１回２００円を市からお弁当宅配業者

または社会福祉協議会へ支払うこととなっております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） ただいま１点目の本市高齢者見守り事業のお弁当宅

配事業者等について、担当部長より答弁いただきましたが、再度、次の点についてお伺い

いたします。 

 お弁当宅配業者等による紀の川市高齢者見守り事業実施要綱では、６５歳以上のひとり

暮らしの方、高齢者のみの世帯及びそれに準ずる世帯となっていますが、紀の川市社会福

祉協議会の「食事サービス事業」では、７５歳以上のひとり暮らし高齢者、７５歳以上の

高齢者のみの世帯を対象となっていますが、ここで本市要綱との対象年齢の違いはどのよ

うになっているか、御答弁願いたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 社会福祉協議会が実施しております「食事サービス

事業」ですが、こちらについてはみずから調理することが困難か、または適切な食事をと

ることが困難な７５歳以上の単身高齢者及び高齢者のみの世帯に対して食事サービスを提

供し、配食時における安否確認、健康状態の異常等の発見及び孤独感の解消を図ることを

目的としております。 

 この事業の運営は、ボランティア連絡協議会、民生児童委員協議会及び福祉委員等によ

って行われて、サービス回数は月２回で、１食につき２００円の利用料が必要です。 

 この事業については、ボランティア等の協力により調理・配食を実施している関係上、

対象者の範囲、実施回数については対応可能な範囲となっており、市内全体でおよそ５０

０名の利用ということになっております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） ただいま部長から、内容について御答弁いただきま

したが、今、御答弁いただきましたこの見守り事業の訪問の内容について、今現在、訪問

のまた連絡、また結果報告は各担当の課にはどのような形で報告されているんかと。 

 それとまたあわせて、今までにそういった見守りの中で緊急的な連絡等の事例はあった

のかどうか。もしあれば、どういった事例があったのか、お示し願いたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 高齢者見守り事業の受託事業所が事業対象者宅を訪

問した際には、日時、支援内容、訪問時の状態、気になること等を記入した実施報告書作

成してもらっております。これを翌月の１０日までに市への提出を義務づけて、市担当課

と情報を共有しています。 

 当事業は、平成２７年度から実施しておりますが、訪問日を忘れて出かけた、訪問して
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くれたことに気づかなかった等の事例は時々ありますが、過去、行方不明による捜索は２

件、救急搬送が１件ということになっております。 

 また、８月現在、事業登録者数は１９５名あり、内訳は、お弁当配達業者が１７４名、

社会福祉協議会が２１名を担当いたしております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） それでは、２点目の今後の高齢者見守り事業の見通

しについて、お伺いをいたします。 

 現在、御協力いただいているお弁当宅配業者、またはボランティアの方々が、今後事業

を引き受けられない状況になったときの対応策は市としてどのようにているのか、お聞か

せを願いたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 今後の高齢者見守り事業の見通しについてでありま

すが、確かに事業の主たる担い手がボランティア等の場合、継続性や多様化するニーズへ

の対応の面で不確実性が否めないことも確かです。また、お弁当宅配業者においても、過

疎化が進む地域での新規利用者の獲得や配達コスト等の収益面での問題もございます。そ

ういったことから、事業撤退といったシナリオも考えておかなければなりません。そのよ

うなリスクを補完するためには、今後、例えば、新聞配達や郵便、飲料販売等の民間サー

ビスの活用も視野に入れて検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） それでは、２点目の答弁を踏まえた上、３点目のコ

ミュニティの場の創出についてお伺いをいたします。 

 本市においては、高齢者見守り事業のほかにも高齢者福祉事業として生活管理指導短期

宿泊、いわゆるショートステイ事業、また外出支援、移送サービス、高齢者紙おむつ助成

事業など多岐にわたる高齢者福祉事業の展開をしていただいております。 

 今や人生１００年時代とよく言われます。しかし、健康で長生きをしていただかなけれ

ばなりません。そこで、これからの高齢者事業は、高齢者が家で待つのではなく、できる

だけ外に出て地域の人たちと触れ合い、交流を深める場の提供が最も必要だと考えます。

そのためには、みんながそこに集まる目的と興味が必要です。 

 こうした観点から、本市において、現在どのような取り組みにおいてそういった市民皆

様方の興味なり目的感を与える場の提供をされていますか。お聞かせを願いたいと思いま

す。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） コミュニティの場の創出についてでありますが、平

成２７年９月から開始した地域リハビリテーション活動支援事業において、紀の川てくて
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く体操を通じて地域の集会所単位で集まることによって交流を深める場となっています。

平成２９年度の活動実績では、市内５１カ所で延べ３，２２９人の方々が参加され、新し

い地域コミュニティを創出することを支援しています。 

 また、この新しいコミュニティの場を生かして、東京大学高齢社会総合研究機構が考案

した加齢による心身の衰えをチェックするフレイルチェックという簡易判定を取り入れ、

約８０名のボランティアによるフレイルサポーターが中心となって参加者の心身の状況を

調べる取り組みを昨年度から展開しており、近く、このフレイルサポーターの方々に、県

の「地域見守り協力員」の活動をお願いすることで、ふだんの生活の中で民生委員児童委

員と連携して高齢者の見守りを行っていきたい、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） ただいま部長から答弁をいただきましたが、現在、

市で実施している事業も大変有意義な取り組みだと理解をしております。さらに多くの

方々の目的と興味を促す事業の一つとして、私は定期的な見守りと地域のコミュニティを

兼ね備えた移動販売の事業を取り入れてはどうでしょうか。 

 本年３月に策定されました第７期紀の川市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画、我々

この３月にこういった冊子をいただきました。この中にも、多様な主体による生活支援サ

ービスの提供体制の構築の生活支援サービス提供という項目がありまして、その３４ペー

ジなんですけども、その下にこういったイメージ図というのも書かれております。こうい

った中にも、その中には配食と見守り、それとまた移動販売、それと交流サロンとか、声

かけとか、コミュニティカフェとか、そういったことの取り組みの案として述べられてお

ります。 

 こういった私が今回提案させていただいております移動販売のメリットについてでは、

一つ目に、直接品物を見て選ぶことができる。二つ目として、近所の人とコミュニケーシ

ョンがとれる。三つ目に、地域のつながりが生まれるなどのメリットがあります。また、

定期的な移動販売を実施することにより、行政主導の見守りだけでなく、地域全体での見

守りになるのではないでしょうか。 

 例えば、移動販売車が地区の公民館を拠点とするならば、高齢者の方のみならず地域の

若い方々も参加することより新たなみんなが共有できるコミュニティの場が形成されます。

今以上、こうした高齢者の見守り等地域の活性を促進する新たな取り組みを展開してはど

うかと考えますが、各担当部局のお考えをお聞かせください。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 議員、御提案の移動販売でございますが、これは高

齢者が外に出て地域の人々と交流を持つ場を創出する、おっしゃるとおりでございます。

高齢者自身がお互いを見守るという作用が期待でき、過疎化が進む地域について特に有効

であると認識しておりますので、前向きに関係部局と調整し、実現に向けて検討してまい
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りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（自席） 室谷議員の御質問にお答えいたします。 

 以前にも、室谷議員から過疎化要因の解消策として「移動販売」等に係る御質問をいた

だいており、現在のところは具体的な方策まで至っておりませんが、庁内協議におきまし

ては、関係部署が集まり、現状の把握や具体的な方向性について意見交換、検討を行った

後、市の方向性を協議するための「経営戦略会議」等において協議を進めていたところで

ございます。 

 今回、議員御提案の高齢者見守り事業の方法の一つとして、定期的な移動販売に取り組

むことにより、地域の触れ合い交流を深めるコミュニティの場が創出され、地域の活性化

につながっていくのではないかという意見につきましては、地域の活性化、また人のつな

がりをより深めていく一つの方法として、重点的に検討が必要であると認識しております

ので、企画部が調整の中心となり、福祉部等関係する部署とともに、重点協議事項として

協議・検討を進めていきたいと考えているところでございます。 

〔室谷議員「１点目の質問終わります」という〕 

○議長（坂本康隆君） 以上で、項目第１を終わります。 

 次に、紀の川市内の道路に新たな名称をの質問を許可いたします。 

 ２１番 室谷伊則君。 

○２１番（室谷伊則君）（質問席） 二つ目の質問といたしまして、次に紀の川市内の道

路に新たな名称をについて質問いたします。 

 紀の川市も合併して１３年、旧町時代にはわかっていた紀の川市内の道路も路線名もな

かなかわかりづらい。また現在、本市内外から観光客も増加している状況であります。 

 市内においても、いろんな政策で紀の川市の魅力発進をしていただいておりますが、紀

の川市内の道路のイメージチェンジとユニークな名称で紀の川市のＰＲをしてはどうか。 

 例えば、和歌山市のように、中央通りや、またけやき大通りなど、市外の方のみならず

紀の川市民にとっても親しみやすい新たな道路名称をつけてはどうかと考えますが、担当

部局のお考えをお聞かせください。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長 今城崇光君。 

○企画部長（今城崇光君）（登壇） 室谷議員の御質問にお答えいたします。 

 現在の路線名称につきましては、起点と終点の地名を合わせ路線名としている場合や、

地域の中で路線番号をつけている場合などがあります。 

 市民の皆様や観光客などに親しんでいただくことを目的に、国道、県道、市道などの道

路に新たな愛称や通称をつけ、紀の川市の魅力の一つとしていく取り組みは、魅力を発信

するＰＲ方法の一つと考えます。 
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 文化、歴史に基づく名称や沿線のイメージに基づく名称、また地域の住民の皆様がふだ

んから呼ばれている通称など、既に取り組まれている事例について、取り組みの経緯や方

法、また他市町村の事例も合わせて調査を行い、情報を把握していきたいと考えておりま

す。 

 地域の皆様の思いから、魅力ある一つの地域資源へと発展するケースが、よりよい方法

の一つと考えますが、市をはじめ関係行政機関などが実施する取り組みとのタイアップも

有効な方法の一つと考えられますので、地域の活性化に結びつく、より効果的な手法につ

いて、まず調査と研究を行いたいと考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 再質問、ありませんか。 

〔室谷議員「ありません。これで私の一般質問、終わります」という〕 

○議長（坂本康隆君） 以上で、室谷伊則君の一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、１番 門 眞一郎君の一般質問を許可いたします。 

 １番 門 眞一郎君。 

○１番（門 眞一郎君）（質問席） 議長の許可を得ましたので、一般質問を行いたいと

思います。 

 現在、台風２１号の影響で、私の住んでいる鞆渕地域、場所によって若干回復している

ところもありますが、約２昼夜にわたって停電も続いております。停電が続けば、今の状

態では電話もかからない、それから何の情報も得られないという状態が続いています。 

 また、今回の災害では電柱が根こそぎ倒れて道を塞ぐということで、最初の時点では鞆

渕からかつらぎへ出る道２本とも封鎖されていると。それからまた、桃山へおりてくるの

も黒川のところで封鎖されているという状態で、４日の晩にもうすぐに市のほうでも働い

ていただいて、黒川へ回る道は善田を迂回路としてということで、何とか道がつながると

いうことになっておりますが、それからきのうの朝には４８０号線へつながる道も一応電

柱が撤去されて、少しずつ周辺部分から停電も回復するという状態になっているようです。 

 このことの関連してですが、ライフラインの中で、特に大事な水について質問をしたい

と考えています。 

 いつも台風のとき、これまでは我が家では井戸の水ということでしたので、母親のほう

が台風来る前にバケツなどに水をためておくということをやっていましたが、今回電気は

通じないんですけれども、幸い去年の４月から麻生津簡水が延長されて水道がついている

という状況で、安心して水については暮らしていけるということになっております。 

 また、地形によって若干ポンプアップをしなければいけないというふうなおたくもあっ

たり地域もあったりで、ちょっと停電中、水を不自由しているというところもあるそうで

すが、大幅にその点は改善をされました。 

 ただ、この間ですけれども、長時間にわたって停電が続いておりまして、住民には情報

がほとんど伝わってこないということで、防災無線などの活用ももう少し市のほうも可能
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な範囲でやっていただけたらなと、これは避難指示とか避難場所の指示だけではなくって、

それ以後も、台風去ってしまった後も今回のように停電が続いている場合、もしあればそ

ういう活用もできたらなと思っております。 

 さて、水についてですけれども、私の一般質問の仮通告の文書ですけれども、下から２

段目、本年３月策定と書いておりますが、これ「昨年の３月の間違いですので、訂正をし

ておいてください。 

 ７月４日に、さきの国会で、衆議院の本会議で、水道法改正案というのが可決されて参

議院に送られました。会期末になって、前国会での成立は見送りになりましたが、大きな

問題点というのは、この中で、「官民連携の推進」ということで、「水道施設に関する公

共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する」というのが大きな中身にな

っております。ネットなど、また一般の週刊誌などの報道によりますと、これは水道の民

営化に道を開くものになるんじゃないかという心配がされています。 

 水道の民営化というのは、我が国では余りなじみがないんですけれども、お隣の大阪市

で一旦提案されて、これは否決されましたけれども、水を守っていくという点では、民営

化というのは日本ではなかなか考えられないことですけれども、外国では１９９７年ぐら

いですか、幾つかの地域で民営化が行われて、そしてその結果、水道代の値上がりとか水

質の悪化とか、または値上がりによって水道が使えない市民が出てくるということで病気

が発生したりとかいうことで、今ではほとんどまた再度、公営化に戻されているという動

きがあります。 

 そういう中で、今回こういう水道法の改正の中で民営化に道を開くというふうなことが

もしあればということで、ちょっと心配をして質問させていただきました。 

 紀の川市においては、平成２８年１２月からこれまで６回にわたって「水道事業運営審

議会」が開かれて、市民の命の水を守るための検討を続けております。今後は、財政計画

料金表の改定というのが来年３月に向けて行われるという段階になっております。 

 このような今、市独自の取り組みを進めてきている中で、今回の水道法の改正案を市と

してはどのように受けとめて、そして市の水道を守っていこうというふうに考えておられ

るのか、まず第１に質問したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 上下水道部長 上中勝彦君。 

○上下水道部長（上中勝彦君）（登壇） 門議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

 今回、成立が見送られました水道法の一部改正案の中で、議員が問題視されております

民間事業者に施設の運営権を設定できる仕組みを導入することについては、国が説明して

いますとおり、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、人材不足等の水道の直

面する課題に対応し、「水道の基盤の強化」を図るため、一つの手法として多様な官民連

携の選択肢をさらに広げ、基本的には水道事業者の立場は自治体が維持する中で、民間企

業の参入によって経営の効率化を図るというものと理解をしています。 
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 しかしながら、水道施設の運営権を民間事業者に設定するという選択を検討するには、

水道事業が極めて高い公共性を担っている事業であるため重要な問題であり、大いに調査、

研究する必要があると考えます。 

 本市は、現在、「紀の川市水道事業運営審議会」を設置をいたしまして、水道事業の現

状と課題、持続可能な水道事業を経営していくための方策等について審議し、「紀の川市

水道事業運営の今後の方向性について」取りまとめ、議会の皆様とともに取り組んでまい

りたいと考えております。 

○議長（坂本康隆君） １番 門 眞一郎君。 

○１番（門 眞一郎君）（質問席） 先ほど言いました、ちょっと訂正をしましたが、昨

年３月に策定された「紀の川市の水道事業ビジョン」の第８章、目標３－３－４事業の効

率化、３－４－１委託業務の検討というところについてですが、ここの文言の中で、「効

率的な水道事業を推進し、経費の削減などを図るために民間委託可能な業務などを洗い出

して整理をし、効果等を十分検討し、委託化を進めてきました。人員が限られる中で、更

新事業や水道事業の維持管理を継続するためには、今後とも民間活力を導入した事業運営

の方策を検討する必要があります」というふうに、この事業の効率化という部分に出てお

ります。 

 この項目は、先ほど言いました国の水道法の改正案等、かなり近い点もあると思います

が、この水道ビジョンの中で、こう書かれていることについて、その趣旨を問いたいと思

います。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 上中勝彦君。 

○上下水道部長（上中勝彦君）（自席） 本市は、国が策定をいたしました「新水道ビジ

ョン」で水道の理想像をて示しております「安全」・「強靭」・「持続」の観点から基本

施策と具体的対策について、紀の川市水道事業ビジョンを策定をいたしました。 

 水道事業ビジョンでは、持続という観点から、委託業務の検討をすることにより事業の

効率化を目指し、経費の削減を図ることを考えています。 

 水道法では、「清浄にして豊富低廉な水の供給を図るため、地方公共団体は施設の清潔

保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し、必要な施策を講じなければならない」と規

定をされております。水道事業の経営が放漫であったり、施設の維持管理が適切に行われ

ていなければ、清浄にして豊富低廉な水の供給は図ることはできません。 

 職員数が減少し、限られた人員の中で水道事業を取り巻く環境の変化に対応し、さらに

水道事業の安定経営、事業の効率化を図るための選択肢として民間活力の導入をはじめ、

デザインビルド方式やコンセッション方式の導入、また広域連携などの調査、研究してま

いりたいと考えております。 

○議長（坂本康隆君） １番 門 眞一郎君。 

○１番（門 眞一郎君）（質問席） 先ほどの答弁にもありましたが、水道事業が極めて

高い公共性を持っているということがキーワードやというように思います。既にもう紀の
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川市でも窓口であるとか、また水道の開栓・閉栓など民間に委託している部分もあると聞

いておりますが、最初に心配したように、運営を民営化というふうな形にならないように

お願いをしたいと思います。 

 そして、次の質問ですが、合併後、平成２２年度の料金改定では、貴志川町以外の旧４

町で実質的な値下げというふうになり、現在に至っております。このことは、市民の命や

暮らしを守る上で一定の評価をしたいと考えております。 

 今後も値上げありきではなくて、市民サービスの重要な一環、特に命を守るという点で

は福祉にも通じると思いますが、そういう一環として水道会計、特別会計として独立して

おりますが、もし一般会計からの繰り入れなども含めて考えていただいて、さっきありま

したが、来年の３月に向けて一定程度の値上げもやむなしじゃないかというお話もありま

したが、何とか現状維持でできないものかというふうに考えておりますので、御回答お願

いしたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 上下水道部長 上中勝彦君。 

○上下水道部長（上中勝彦君）（自席） 全国的に施設の老朽化による更新費用の増大や

人口減少に伴う給水人口・給水収益の減少が報道されていますが、当市においても例外で

はなく、水道施設、水道管ともに老朽化が進んでおり、水道水の安定供給を実施するため

には、効率的・効果的な施設、水道管の更新が必要であります。また、水需要の動向では、

給水人口の減少や節水型社会の浸透により、平成３８年度では一日平均配水量が約１０％

減少する見込みとなってございます。 

 そのような状況を踏まえ、投資計画と財政計画とを比較し、「現行の料金水準で賄える

か」ということで試算したところ、当市の水道サービスを持続的に供給するために必要な

施設の水準を維持することは困難な状況であります。 

 一方、一般会計からの繰り入れに関してですが、水道事業は常に企業の経済性を発揮す

るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するという基本原則に基づいて経営

しております。この経済性を発揮するための水道事業は、税金によらず、使用水量に応じ

て水道使用者に支払ってもらう料金収入等によって運営されなければならないという独立

採算制の原則をとっております。 

 本市の水道事業会計において、一般会計から繰り入れていただいているのは、公共の消

防の用に供するための経費をはじめ国の繰り出し基準に即した費用で、一般会計からの単

なる補助ではなく、水道使用料で負担するべきものではないという認識の中で繰り入れて

いただいているものです。 

 提供する供給サービスは、独立採算制の原則のもと、水道料金でもって行うことと考え

ており、現行の料金水準で賄えない場合、水道受益者の方には、ある一定の御負担をお願

いしなくてはならないと考えております。 

○議長（坂本康隆君） １番 門 眞一郎君。 

○１番（門 眞一郎君）（質問席） 最後に、市長にお伺いします。 
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 冒頭に言いましたが、紀の川市どこに住んでいても同じような条件で暮らせるようにと

いう市長の意向で、鞆渕の地域にも水道が昨年４月から開設していただきました。 

 きょうお話をしましたように、水道の民営化というふうなことに紀の川市がいくのでは

なくて、市民の命の水は市が自治体として守っていくという方向で今後とも考えていって

もらいたいと思いますが、その点について市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（自席） 門議員の再々質問に対し、お答えをしたいと思います。 

 紀の川市全体の水道、簡易水道も含め、紀の川市旧５町合併後、全部の地域が水道が引

かれ、ほっとしておるところであります。 

 門議員言われるように、これからの水道料金等々の問題については、合併当所、平成１

７年１１月合併したわけでありますが、当面の間、旧町単位での水道料金でいこうという

ことで、当面というのは何年を指すのかというようなことから、２２年だったかな、統一

した料金ということで、一番高い旧町での町は、トン当たり立方メートル２５０円ほどし

ていたと思います。一番安いのが貴志川町で、メーター料金の貸し付け料もとらずして、

立方メートル当たり、トン当たり１２２円ほどであったと承知をいたしております。 

 その合併したんだから、一番安い値段に貴志川の水道料金に下げることも検討しました。

そうすると、２億４，０００万円ほどのお金が一年に余計かかるということになったわけ

で、そら、とても独立採算でやっていくこの水道の会計、ということはその市になっての

水道の会計を一つにしたところ、旧町単位での積み立てという金額が８億円余り、どこの

町とは言いませんが、持ってきてくれていたわけで、２年や３年は、３～４年はその貴志

川料金に合わせてもやっていけるわけでありますが、そのときにまた行き詰まって考えて

いかなきゃならんということで、当面、旧町単位でやってきた。その調整をしながら、現

在、その合併当所のときの料金とは違いますが、いろいろと段階的に基本料金なり、また

１立方メートルから１０立方メートル、１０立方メートルから２０立方メートルというふ

うな段階的な金額を決めて、現在一般家庭では大体トン当たり１７０円ぐらい、ちょっと

余計使うところについては、トン当たり１８０円ぐらいの料金で行われているわけであり

まして、合併当所の安いとこと高いとことの平均の値段ぐらいで今、進めをしているわけ

であります。 

 そんな中で、門議員言われました民営化等々についての話、担当部長からも話がござい

ましたが、部分的には水道の職員の不足等々もある中で、民営化できる部分については部

分的なことももちろんあるかと思いますけれども、私は国が今、言われておる民営化につ

いては考えておりません。そういうことで、市の責任において山間地も平たんなところも

同じ市民だから、おいしい水を平均してみんなが活用できる、そういう水道事業でなけれ

ばならないと、それを基本に今後とも進めていきたいと思います。 

 一般会計からの投入ということについては、今後、老朽化しておる水道施設の普及・改

革等々、いろいろな事業も出てくるわけで、それらは議会の皆さん方と相談をしながら、
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借金する分は借金し、いろいろと創意工夫してできるだけ市民の負担が重荷にならないよ

うなことを考えながら進めをしていけたらと、そのように思っておりますので、御理解い

ただきたいなと、そう思います。 

〔門議員「質問終わります。ありがとうございました」という〕 

○議長（坂本康隆君） 以上で、門 眞一郎君の一般質問を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、１９番 石井 仁君の一般質問を許可いたします。 

 １９番 石井 仁君。 

○１９番（石井 仁君）（質問席） では、議長の許可を得まして一般質問を行います。 

 今回は、学童保育の充実についてというテーマで質問をいたします。 

 市全体では児童数が減少する中にあって、学童保育の利用児童数は増加をし、市内小学

校の児童数に対する学童保育の利用児童数の割合でも増加をしてきました。合併当所の平

成１８年度の決算資料によれば、７カ所の学童が当時あって、利用率は４．２％でした。

現在は、市内１０カ所で実施されており、平成２９年度では４４３人の小学生が通ってい

ます。児童数に対する利用率も１４．６％となっています。 

 このことは、共働き家庭の増加や核家族化が進んでいることや、子どもが犯罪に巻き込

まれる事件の多発により安全面での学童保育への期待の高まりと合わせて、それぞれの学

童が、働く親を持つ子どもたちの「家庭にかわる毎日の生活の場」として実績を積んでき

たこと、そして、それを行政が支えてきたことによると考えています。施設整備も着実に

進められてきました。 

 この間、２０１２年、平成２４年の子ども子育て支援法の制定と児童福祉法の改正によ

り、学童保育は市町村が行う「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、対象児童

も６年生までに引き上げられた。 

 さらに、その後、国は厚生労働省令の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準」を公布し、また「放課後児童クラブ運営指針」を策定して学童保育の施設と設備

運営についても全国的な基準が整備されました。本市も厚生労働省令に基づいて事業実施

をすることを条例で定めているところです。 

 同時に、国は学童保育事業の適正で円滑な実施のために放課後児童健全育成事業実施要

綱を定め、市町村の行う学童保育事業に対し財政面での裏づけを行っています。かつて保

護者の自主運営、共同保育という形で行われてきた時代から学童保育は制度上でも大きく

変化してきています。 

 今回、学童保育の充実についてというテーマでの質問ですが、本市の学童保育事業が、

国が定める基準や運営指針に基づいた内容となっているかの検証や、事業を支える財源と

して九つのメニューが用意されている放課後児童健全育成事業実施要綱の活用が必要では

ないかと考えて質問をするものです。 

 また、紀の川市では委託方式で実施されていますが、学童によっては委託金は１，００
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０万円を超えてきており、その管理は保護者が行っているという現状があります。支援員

への給料の支払いや税務署との連絡なども保護者が行っており、その負担は大きいものが

あります。学童保育の運営に当たって、保護者の負担軽減も必要と考えるところです。 

 そこで、質問となりますが、まず、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準」、そして「放課後児童クラブ運営指針」に基づく運営となっているのかの検証

と、各学童への指導・支援体制は十分かということをお聞きしたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（登壇） 石井議員の御質問にお答えします。 

 学童保育については、合併以来、子育て支援の重要な施策として取り組み、施設の整備

を含め、現在１０カ所で実施をしております。 

 受け入れ児童数も平成１８年度の７カ所、１８２名から、平成３０年度現在、１０カ所、

５２２人と大きく増加しています。 

 近年の核家族や夫婦共働き世帯の増加、それから高学年の利用者の増加、これが受け入

れ児童数の増加の要因となっていると考えております。 

 運営に関しましては、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」及

び「放課後児童クラブ運営指針」に基づき運営を実施するとともに、別に「紀の川市放課

後児童健全育成事業実施要綱」を定めております。支援員を国基準より１人多い３名体制

とし、また１クラスの単位も国基準より１０人少ない、おおむね３０人として支援の充実

を図っております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １９番 石井 仁君。 

○１９番（石井 仁君）（質問席） 各学童への支援への体制は十分かということでお聞

きをしました。国の基準よりも支援員の配置については、手厚い支援を行っているという

ことです。これは、紀の川市のいいところだと思います。 

 もう少し聞きたいのは、答弁でも、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準と、それから放課後児童クラブ運営指針に基づき運営を実施するということで答弁

をされました。各学童と委託契約を結ぶときにも、これに基づいて実施してくださいよと

いう契約になっていると思います。 

 じゃ、その内容に基づいて保育が実施されているのかという確認であったり検証という

は、どんなふうにされているのかということですね。その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） ただいまの質問について、お答えします。 

 まず、国の設備基準に関しましては、専用区画として学習、遊び、生活の場としての機

能する教室及び体調の悪いときに静養するための機能を備えた部屋、またはスペース等を

設置することになっており、子どもが安心して過ごせる施設の整備を行っております。 
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 次に、運営の基準及び指針に関しましては、国の運営基準、運営指針及び紀の川市放課

後健全育成事業実施要綱に基づいた運営となっているか、委託契約に基づく実績報告書に

より確認するとともに、随時訪問を行い、基準や指針に基づいた運営になるよう求めてお

ります。 

 また、運営上の問題があれば、その都度運営主体の保護者会や運営委員会と連携をとっ

て相談に乗っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １９番 石井 仁君。 

○１９番（石井 仁君）（質問席） 委託内容、実施内容、保育内容が基準や指針に基づ

いているかということでお聞きをしました。 

 というのは、放課後児童クラブ運営指針を見ても、国のほうがまとめた内容なんですが、

本当に細かく発達段階に合った保育をするようにということとかも含めて、丁寧に書いて

ある指針になっているんですね。これに基づいて、実施されるように努力されているとい

うことで答弁をいただきましたんで、引き続き、これは各それぞれの運営主体を支えて、

また必要によっては指導であったり、改善も行っていただきたいなというふうに思います。 

 次に、国の補助事業についてで、放課後児童健全育成事業実施要綱の活用についてお聞

きをします。 

 市内も各学童保育の運営状況は、利用児童数の違いや障害のあるお子さんの利用がある

かとか、また保育に当たる支援員さんの勤務形態によってもいろいろと違いがあります。

市内の学童では、１０年以上経験されている支援員さんもいらっしゃいます。県の実施す

る研修に行くというのもありますし、独自に支援員が民間研修に参加されているという学

童もあります。 

 この国の放課後児童健全育成事業実施要綱では、九つのメニューが用意されていて、そ

の中では放課後児童支援員等処遇改善等事業や放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善

等事業など、支援員の処遇改善等資質向上に対する財政的な支援も含まれています。その

ほか、いろんなメニューがあって、送迎の支援とかいろいろあるんですけれども、これら

の要綱に基づく補助事業を十分活用されているということなんでしょうか。この点、お聞

きいたします。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 「放課後児童健全育成事業実施要綱」の事業の種類

については、おっしゃるとおり九つのメニューのある。そのうち、市では主たる事業であ

る「放課後児童健全育成事業」と補助事業の「放課後児童クラブ支援事業これが、障害児

受け入れ推進事業」、これを実施しております。 

 今後、受け入れ児童の増加に伴い、職員の確保、また安定的運営を図る上で有効なその

他の補助事業、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」、「放課後児童支援員キャリアア

ップ処遇改善事業」など、こういったものの活用を検討し、積算上の支援員等の人件費見
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直しを図りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １９番 石井 仁君。 

○１９番（石井 仁君）（質問席） 九つのメニューのうち、二つは大きなところだと思

うんですけれども、活用しているということで、残りの支援員への処遇改善やキャリアア

ップについても活用、検討していきたいということでした。 

 使える補助事業であれば、それぞれ学童、実情それぞれあるんで、使える使えないとい

うのは、当てはまるか、当てはまらないかというのはあるかもしれないんですけれども、

使える補助事業は活用して、できるだけ支援員さんの待遇も改善していただければなとい

うふうに思います。 

 あわせて、次にお聞きしたいのは、市内の学童保育の支援員の研修制度の拡充を図るべ

きと考えますが、どうでしょうかということです。 

 学童保育の支援員は、単に子守をするという仕事ではありません。異なる年齢の子ども

たちの放課後の遊びや生活を組み立てていく独自の専門性を持った職業です。ですから、

制度上も放課後児童支援員認定資格研修を受けた者が支援員になることができます。 

 今回、この研修制度の拡充をと提案をするのは、単に認定資格研修を受けてあれば十分

というふうに僕は思っていないからなんです。どんな仕事もそうですけれども、その職に

ついたからといって、その道のプロになれるわけではありません。特に、子どもの発達に

かかわる放課後児童支援員もその専門性を毎日の子どもたちとの、また保護者とのかかわ

りの中でより高めていく、その努力や研修の機会が支援員には必要だと思います。 

 国の紀の川市が基づいてやっているという基準にも、職員は常に自己研さんに励み、児

童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければな

らないと。事業者は、事業者というのは、この場合は委託されている保護者会であったり

運営委員会ということになりますが、事業者は、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならないと定めてあります。 

 そこで、その基準をもとに実施しているという紀の川市が、市として学童保育の支援員

に対する研修の機会をつくっていくという必要があると考えるんですけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 児童支援員として放課後児童健全育成事業に従事し

ようとする方に、業務遂行における基本的な考え方や心得、必要最低限の知識・技能を習

得していただく「和歌山県放課後児童支援員認定資格研修」を順次、支援員全員に受講し

ていただくように勧めております。また、他の市町村の取り組み事例などの研修会へ参加

していただくようにも勧めております。 

 ただ、限られた人員で運営しているのが現状で、研修会への参加もままならない状態と

なっております。 
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 そういった状況を改善する施策として、今後、こども課主催による市内１０カ所の児童

クラブ合同研修会実施に向け取り組みたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） １９番 石井 仁君。 

○１９番（石井 仁君）（質問席） 市として研修会をということで提案をしまして、実

施に向けて取り組みたいという答弁でした。 

 市内の学童保育、それぞれで毎日保育されていますけれども、違うところの学童の先生

とお会いしたりお話しすることだけでも、視野も広がったりいろんな刺激や、また悩みも

解決もできるかなというふうに思いますので、もし実施されれば、それはやっぱり子ども

にもきちんと返っていく大事な取り組みになるかなというふうに思います。ぜひ、取り組

みたいと考えていますという答弁を聞きましたんで、それで進めていただけたらなという

ふうに思います。 

 最後に、運営にかかわる保護者の負担の軽減についてお聞きをします。 

 紀の川市の放課後児童健全育成事業学童保育は、施設は紀の川市が整備して、運営は保

護者会や運営委員会が行うと、公設民営方式をとっています。この方式は、運営に利用児

童の保護者が直接かかわることができるといういい面もありますが、一方で、支援員の雇

用、それから給料の支払い、また年間１，０００万円を超える委託金の管理など、これら

を仕事を持つ親が担わなければならないということでもあります。 

 保育の中で起きる日常的な課題も、保護者さん、またその年の役員さんは、支援員と連

携をとって対応をする必要もあります。この間ですけれども、税務署との関係だったら、

給与の支払い状況について届け出たり、源泉徴収事務も場合によっては発生もしています。

また、人を雇い入れて事業をしている運営委員会が先生を雇っている、保護者会が先生を

雇っているということですから、労働保険の加入も必要で、その場合にはハローワーク和

歌山に行ったりとか、あるいは橋本の労働基準監督署に出向く必要もあると。これらの業

務をそれぞれの運営主体、委託先の役員さんは仕事を休んだり、あるいは仕事を早退をし

てというふうな形で行ってくれているということです。 

 この負担の軽減は、図られるべきだというふうに考えますが、どうでしょうか。 

○議長（坂本康隆君） 福祉部長 橋本好秀君。 

○福祉部長（橋本好秀君）（自席） 各学童保育の運営については、市から保護者会や運

営委員会に委託しております。保護者が支援員の賃金計算や会計事務などに携わっており、

保護者に過度な負担がかかっていることも十分把握しております。 

 市といたしましても、受け入れ児童の増加対策とともに保護者会の負担軽減を図るため、

他の自治体等でも取り組んでいる運営や会計の手引き等の作成、また法人への運営等委託

について十分検討する必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） 以上で、石井 仁君の一般質問を終わります。 
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 ここでしばらく休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時４２分） 

――――――――――――――― 

（再開 午後 ３時５８分） 

○議長（坂本康隆君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（坂本康隆君） 次に、６番 太田加寿也君の一般質問を許可いたします。 

 ６番 太田加寿也君。 

○６番（太田加寿也君）（質問席） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

分割質問方式で質問させていただきます。 

 本市の文化協会所属のクラブや学校教育研究への補助金を拡充してはということです。 

 市の行政に対する外部からの評価はさまざまな分野があるが、文化活動や教育活動への

支援や育成事業は、評価の基礎となる分野であると考えています。 

 そこで、まず第一に、本市の生涯学習への取り組みのうち、文化クラブの現状と支援に

ついてですが、育成補助金や文化祭行事等の開催などいろいろな事業に取り組んでいる中

で、高齢化の進行等の要因から会員の減少が進み、継続が困難になり、休会になるクラブ

も出始めているようです。３年後には、国民文化祭が和歌山県に回ってくると聞いていま

すが、文化クラブへの補助金が削減され、活動がさらに衰退していくのではないかと大変

心配になっています。 

 これらのことから、次のことをお聞きしたいと思います。 

 まず、今年度、文化クラブへの補助金がカットされたが、その影響はどう考えています

か。いろいろなところで不満の声を聞いています。 

 次に、文化クラブかサークルに移行しようと考えているグループが出てきていると聞き

ます。このことが、文化祭などの文化行事への影響をどう考えているのでしょうか。また、

本市での文化クラブと文化サークルの運営上の違いは何でしょうか。 

 次に、３年後の国民文化祭への対応は、このままで本当にできるのでしょうか。 

 ４番目、合併から１３年たつが、生涯学習の文化活動を文化協会支部ごとに任せている

状況はどう考えているのか。市として、共通した活動目標と共通した支援が必要と考えて

いますが、どうでしょうか。 

 最後に、生涯学習フェスティバルの今後の計画と課題はどうなっていますか。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 教育部長 山野浩伸君。 

〔太田議員「２番目あります」という〕 

○議長（坂本康隆君） はい、どうぞ。 
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○６番（太田加寿也君）（質問席） 申しわけありません。大きな１の二つ目を言うのを

ちょっと飛ばしてしまいました。済みません。 

 文化活動や教育活動について、今、述べさせていただいたんですが、もう一つ、第２に、

教育活動の分野では、教員の教育力の向上に向けて、県や市主催の官制研修が数多く実施

されていますが、小中学校には岩出市と合同で教科別研究会など、教育現場の先生たちが

中心となって自主的に教材研究や研修を行う取り組みが昔から長く続けられています。こ

のことは、教育長もよく御存じのことと思います。 

 そこで、教科別研究会などへの補助金は過去に何度か削減された後、長らく据え置かれ

たままであります。その間、全国学力テストが実施され、学力向上対策が全国で進められ

ている中で、教員による自主的研究・自主研修の取り組みに対しては援助や補助の拡充は

されていません。官制研修だけでなく、教員による自主的研究・研修にも援助や補助の拡

充が必要と考えますが、どうでしょうか。 

 以上、答弁よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（登壇） それでは、私のほうから、太田議員の「本市の文化

協会所属のクラブや学校の教科別研究会への補助金を拡充しては」という御質問に対し、

答弁をさせていただきます。 

 はじめに大きな一つ目、文化協会所属クラブへの補助金についてであります。 

 その中の１点目、文化クラブへの補助金カットの影響ということですが、市文化協会に

は五つの支部があり、それぞれの支部に加盟した団体があります。そして、それぞれが文

化活動を行い、日々研さんを重ねております。 

 本補助金については、行財政改革の一環による厳しい見直し作業として補助金の使途、

自主財源確保、活動内容等の調査を継続的に行いつつ、また一方では、平成２０年度から

続けている文化協会小委員会において「文化協会のありかた」、「今後の文化祭につい

て」をテーマに、時間をかけて協議が重ねられてきました。 

 それらを踏まえた中で、平成３０年度から各クラブに配分していた一律の補助をカット

し、それにかわるものとして新たな事業補助金制度として「文化協会連合化推進事業補助

金」を創設したところであります。 

 これは、文化の向上を目的に、より多くの市民に情報を発信し、文化活動を紹介する場

を設け、各団体の交流を図ることを目的としており、支部やジャンルを問わず、共催で展

示会及び発表会を実施する加盟クラブに対し、事業補助金を交付するものであります。こ

れにより、各支部や加盟クラブ同士の連携ができ、交流が深まり、活発な文化活動の意識

づけになっていくものと期待をしておりますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、二つ目ですが、文化協会加盟クラブからサークルへの移行ということで、やはり

紀の川市の文化振興のために加盟を継続してほしい旨は伝えたいと思いますが、そのクラ
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ブの考え方もございますので、やむを得ない部分もあると考えています。ただ、協会加盟

条件を満たしていない文化クラブについては、活発な活動等を促しながら状況を見守って

いるところでございます。 

 文化祭は、協会に加盟する文化クラブの日ごろの成果を発表・展示する場であり、非常

に重要な場であると認識している中で、運営は各支部が主体となり、それぞれの地域で運

営方法が違うという特色があります。支部によっては、加盟団体の多い少ないがあり、規

模も違いますが、それぞれができる範囲で工夫しながら開催しており、また地域とつなが

ることで運営上の支障はないと考えております。 

 それと、文化クラブとサークルの違いについてですが、文化協会に加盟する文化クラブ

は、おのおのの団体活動のほか、協会規約にある「市民の文化向上に寄与することを目的

に総合文化祭や文化講演会など文化活動に対する積極的な協力をしていく」ということに

なってございまして、その活動に対して市から補助金が支出され、あわせて活動拠点の公

民館施設使用料が免除されています。 

 一方、サークルは、公民館講座などを受講した後、継続して公民館で自主活動を行うグ

ループであり、公民館サークルと位置づけし、一定の条件のもと施設使用料が免除されて

いますが、文化協会に加盟していないため補助金は交付されておりません。 

 次に、３点目の国民文化祭への対応、このままでできるのかという御質問ですが、２０

２１年１０月から和歌山県で開催される全国国民文化祭の実行委員会は、本年１０月に設

立される予定となっております。また、本市においても２０１９年度中に実行委員会を設

立する必要があると考えています。 

 現在のところ、紀の川市でどのような部門を開催するのか決定はしておりませんが、早

い段階で県に意思表示をしたいのと同時に、状況によっては市として担当する部署の新設

も視野に入れている中で、国民文化祭という大きな目標が具体化すれば、市文化協会と市

事務局が一体となって取り組みができるものと考えております。 

 続きまして、４点目ですが、生涯学習における文化活動は、文化協会加盟団体のみで行

われているわけではないと考えています。市民一人一人が学びたいと思うその気持ちで、

どの場所においても、いつでも取り組むことが、その活動であると考えております。 

 議員おっしゃっている意味も理解でき、議論を交わした経緯もありますが、各支部にお

いては長い歴史の中で培ってきたよき伝統や慣習があり、文化活動としての最終目的はど

この支部も同じとしながらも、ふだんの活動形態、手法等はそれぞれの特性に任せている

というのが現状であります。 

 ただ、市文化協会として、一つの行事を行う場合は、一丸となった組織力を発揮できる

よう働きかけはしなければならないと考えておりますし、適切な、効果的な支援も必要で

あると考えていますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、５点目ですが、生涯学習フェスティバルということで、昨年までで６回の実施を

数えますが、根強い反対意見がある中、関係者各位と幾度となく意見調整を交わしてきま
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したが、難航のまま調整がつかない状況で、また教育委員会事務に係る外部評価委員から

も、見直しが必要ではないかという意見もいただいております。 

 そして、先ほども申し上げましたが、２０２１年には国民文化祭が開催される中で、そ

こでは市文化協会と市が一丸となってエネルギーを傾注していきたいという思いもあるこ

とから、一旦休止ということで、本年度当初予算には計上していない状況でございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それから、次に、大きな二つ目、学校の教科別研究会への補助金を拡充してはという御

質問に対し、答弁をさせていただきます。 

 那賀地方の学校教育の向上と充実を図ることを目的として、紀の川市立小中学校と岩出

市立小中学校に勤務する教職員をもって組織された那賀地方教科別研究会では、各教科等

における教育内容や教育方法等の充実のための調査研究などを行っています。 

 この那賀地方教科別研究会に対して、紀の川市と岩出市は負担割合を定めて予算の範囲

内において負担金を交付しています。 

 負担金の交付額につきましては、厳しい財政状況の中で負担金補助金の見直しが行われ

てきた状況下におきましても、教職員の自主的研究や研修の取り組みを尊重し、また研究

会等が県大会以上の大会を受け持つときには、その費用の確保にも努めてまいりました。 

 今後、第２次長期総合計画を進めていく中で、厳しい行財政改革は必至であり、加えて

任意の団体への補助の拡充は難しいとしか今は言いようがありません。 

 ただ、多数の研究会がある中で、学校教育の振興に対し、真に顕著に寄与・貢献してい

ると認められる研究会には、岩出市と協議しながら善処してまいりたいと考えますので、

御理解をお願いいたします。 

○議長（坂本康隆君） 再質問はありませんか。 

 ６番 太田加寿也君。 

○６番（太田加寿也君）（質問席） 再質問させていただきます。 

 ただいま教育部長より答弁をいただきましたが、その中で幾つか質問させていただきた

いと思います。 

 答弁の中に、厳しい財政状況や厳しい行財政改革等の言葉が何度も出てきますが、その

ことは承知の上で、私が今回の質問に当たり申し上げているのは、文化事業や教育への支

援のあり方は自治体としてよき伝統文化の継承や将来を担う若者の育成についての土台と

なるものだと考えるからです。 

 そこで、再質問の一つ目は、文化協会連合化推進事業補助金の創設ですが、このことは

旧町ごとに同じような内容のクラブが複数存在する中で、クラブ同士が協力していく意味

ではよい制度と考えます。 

 しかしながら、各支部において長い歴史の中で培ってきたよき伝統や習慣があると答弁

されているように、あえて連合しなくても文化の向上に寄与していけるクラブも多いと考

えますが、どうでしょうか。 
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 二つ目は、文化協会加盟の条件の一つは、会員１０名以上とありますが、現状は９名以

下のクラブが多数あり、中には４名というクラブもある中で、活発な活動を則しながらが

ら見守っていくという答弁は大変いいことだと思いますが、ずっと支援を続けるのでしょ

うか。 

 三つ目は、１と２にかかわってですが、連合すれば補助の上限が５万円と聞いています。

しなければ、一律１万円をカットするということは、サークルへ移行しようとするクラブ

があると聞く中で、文化協会加盟クラブ数を減らしていくことを考えているのでしょうか。 

 そうでなければ、各支部において長い歴史の中で培ってきたよき伝統や習慣があるクラ

ブへの突然の補助金カットはすべきではないと思いますが、とうでしょうか。突然と言っ

たのは、このことが文化協会加盟クラブ、それぞれきちんと伝わっていなかったと聞いて

いるからです。 

 四つ目は、今年度の生涯学習フェスティバルを見送った要因となった根強い反対意見の

主な内容はどんなものでしょうか。 

 以上について、お答えいただきたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に答弁を求めます。 

 教育部長 山野浩伸君。 

○教育部長（山野浩伸君）（自席） まず、もう答弁したとおり、行財政改革と、もちろ

ん行財政改革ばかりだけでは判断はできない中で、役員会議でも議論をしていただいた中

で、それら全て含んだ中で出した結論ということで、末端まで伝わっていないという御意

見もありましたが、その辺は事務局としては伝わるような指導指示が欠けていたのかもし

れませんので、その辺は反省したいと考えております。 

 ただ、クラブ数が減っている、こういう補助金カットをすればますます減るのではない

かという御質問ですけども、確かにそうかもしれないですが、やはり熱心に文化活動をす

る人には支援をしていきたいですが、やはりもう自分たちだけで楽しむような、言葉は悪

いですけども、そういう人には、そういう団体にはある程度厳しい措置も必要だと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

 答弁漏れ、ありますか。 

 生涯フェスティバルがカットになった理由、それ根強い反対意見とはどういうことかと

いうことですね。 

 根強い反対、私も直接聞いたわけではないんですが、昔からの伝統、考え方が他の地域

と交わることが重荷になるということで、今までどおりやらせてほしいというような意見

が強いということを聞いております。それから、外部評価委員からも、今の状態では余り

いい活動ができていないんで、見直しするべきではないかという厳しい意見もいただいて

おりますので、そういう方向に踏み切ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（坂本康隆君） 答弁漏れはございませんか。 
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〔太田議員「はい、いいです」という〕 

○議長（坂本康隆君） はい。再々質問、ありませんか。 

 ６番 太田加寿也君。 

○６番（太田加寿也君）（質問席） 最後に、市長にお聞きしたいと思います。 

 再質問については、若干聞かれなかった分もあるので、市長にそのことをお聞きしたい

と思います。 

 人口減少が進む中で、行財政改革は不可欠なものと考えていますが、それでも文化活動

や教育活動には、将来への投資という大切な意味があります。すぐには成果が得られなく

ても、続けていかなければならないと思っています。日本は、教育や文化に余りお金をか

けない国ですが、今では科学技術を含めて世界にどんどん追い抜かれています。 

 市長には、厳しい財政であっても、文化活動や教育活動にはできる限りの力を注いでい

ただきたいと思っています。今回の補助金の問題は、小さなことですが、将来にかかわる

内容だと考えています。補助金復活の検討も含めて、市長自身のお考えをお聞きしたい思

います。よろしくお願いします。 

○議長（坂本康隆君） ただいまの質問に対する答弁を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（自席） 太田議員の再々質問にお答えをしたいと思います。 

 文化協会、特に私は、紀の川市は「生涯学習宣言のまち」であり、生涯学習とは生涯学

びを続ける若い者も高齢の方も、そして生活を豊かにすることを目的として生涯学習宣言

をしておるわけで、先ほどから文化協会に対しての補助金１万円等々の問題、お話がござ

いましたが、もちろん、行財政、財政状況厳しい中だからということの理由だけではなし

に、５町合併して紀の川市として発足し、文化協会を立ち上げた以上、先ほど申し上げた

いろいろな紀の川市一つになって取り組んでいただくときには、上限５万円を出していこ

うという、そういう目的で担当が考えていただいたわけでございます。 

 それに、市民の皆さん方が補助金云々等々の問題だけではなしに、紀の川市として文化

協会をどう盛り上げていくかという機運を議会の皆さん方とともに執行部も頑張って盛り

上げていって、「生涯学習宣言のまち」にふさわしい文化協会を立ち上げていくべく、こ

れから頑張っていきたいと、そう思っておりますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（坂本康隆君） 以上で、太田加寿也君の一般質問を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、あす９月７日金曜日、午前９時３０分から会議

を開くことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（坂本康隆君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会し、あす９月７日金曜日、午前９時３０分から会議を開

くことに決しました。 
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 本日は、これにて延会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（延会 午後 ４時２４分） 

 


